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はじめに 
 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロジェクト

ごとに当該技術の外部専門家、有識者等によって構成される研究評価分科会を研究評価委員

会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェクトの研究評価を行い、評価報告書案

を策定の上、研究評価委員会において確定している。 
 
本書は、「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」の事後

評価報告書であり、ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程第３２条に基づき、研究評価委員

会において設置された「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェク

ト」（事後評価）分科会において評価報告書案を策定し、第６０回研究評価委員会（２０１

９年１２月２０日）に諮り、確定されたものである。 
 
 
 

２０１９年１２月 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会 
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審議経過 
 
● 分科会（２０１９年７月２２日） 

公開セッション 
１．開会、資料の確認 
２．分科会の設置について 
３．分科会の公開について 
４．評価の実施方法について 
５．プロジェクトの概要説明 

非公開セッション 
６．プロジェクトの詳細説明 
７．全体を通しての質疑 

公開セッション 
８．まとめ・講評 
９．今後の予定、その他、閉会 

 
● 現地調査会（２０１９年７月１０日） 

福井市内（一級河川日野川：福井市安田町地先）不死鳥大橋 
 
● 第６０回研究評価委員会（２０１９年１２月２０日） 
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「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」

事後評価分科会委員名簿

（２０１９年７月現在）

氏名 所属、役職 

分科会長 青柳 E

あおやぎ

A AE誠司 E

せ い じ

関西大学 システム理工学部 機械工学科 教授 

分科会長 

代理 AE梅田 E

う め だ

A AE和昇 E

かずのり

中央大学 理工学部 精密機械工学科 教授 

委員 

AE阿部 E

あ べ

A AE雅人 E

ま さ と

株式会社ビーエムシー(BMC) 研究開発部 部長 

AE加藤 E

か と う

A AE絵 E

え

AAE万 E

ま

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

港湾空港技術研究所 構造研究領域 構造研究グル

ープ長

AE倉 E

く ら

AAE爪 E

づ め

A A E亮 E

りょう 九州大学 大学院 システム情報科学研究院 教

授

A E林 E

はやし

A AE英雄 E

えいゆう 株式会社 日刊工業新聞社 総合事業局イベント事

業部長

敬称略、五十音順
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評価概要 

 
 
１．総合評価 
本プロジェクトでは PL、SPL、PM の指揮のもと適切なマネジメントが行われ、時々刻々

変化する社会の情勢を踏まえた運営が行われていた。一般的に、研究開発プロジェクトは要

素技術の開発を重要視しがちであるが、本プロジェクトは技術のシステム化に着目した点で

極めて重要な意味をもつ。また、国交省や関連技術の有識者、各施設保有者・管理者と連携

のもと、成果の実証や普及への取組みがなされ、当初の目標の通りすべての研究課題で

TRL7 以上をシステムとして達成している。さらに、他分野での応用も期待される科学技術

上意義のある関連要素技術も開発されている。 
一方で、研究期間の短縮ならびに委託から助成への変更は、大きな影響があったと言わざ

るを得ず、極力避けるべきであった。 
今後は、本プロジェクトで開発された成果は、現場での実証実験が必要であり、異なる環

境下での実証を進めることにより、さらに高い成果が見込まれる。NEDO には国土交通省

と連携して継続したフォローを期待したい。 
 
２．各論 
２．１ 事業の位置付け・必要性について 
インフラ維持管理は公共性が高く、民間のみの努力で新技術を開発し、実証して、市場を

形成して行くことは、リスクが高く困難であるため、NEDO が本プロジェクトを実施した

ことは、市場形成効果も含めて、極めて大きい。社会インフラの維持管理に向けた制度整備

や、老朽化した社会インフラの安全性確保と長期供用への期待など、我が国でのインフラ維

持管理の重要性の高まりを考慮すれば、本プロジェクトの目的は極めて妥当である。本プロ

ジェクトは最先端のロボット、センサ技術を結集し、社会課題に対するソリューションを具

現化したものであり、我が国の高い技術水準を国内外にアピールできるものである。極めて

適切な時期に、適切な形で行われたプロジェクトであったと評価され、それにより、我が国

のインフラ維持管理を、世界的にリードできる地位に高めることに大きく寄与できた。 
 
２．２ 研究開発マネジメントについて 

PL、SPL、PM が良い連携をとり、適切な指揮命令が行われており、実施者は技術力およ

び事業化能力を十分に発揮したものと考える。大学と企業との連携も適切に行われていたと

思われる。「ロボット技術開発」に関して、研究期間の短縮ならびに委託から助成への変更

があったにも関わらず、実施者が想定以上の成果を上げるに至ったことは、PL の強力なリ

ーダーシップによるもので、指揮命令系統及び責任体制が有効に機能しているといえる。ま

た、外部有識者からなる外部委員の設置など、目標達成に向けた評価、推進体制が組織され

ている。ステージゲートの設定、追加採択、前倒し可能な技術の先行事業化などの取り組み
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は、早期実用化を目指したプロジェクトとして妥当である。 
一部の研究開発分野（ロボット分野）における研究期間の短縮ならびに委託から助成への

変更は、大きな影響があったと言わざるを得ず、極力避けるべきであった 
今後は、NEDO 主導で交流の場を継続していただくとともに、プロジェクト終了後のマネ

ジメントの優良実践事例として、他のプロジェクトに反映していただきたい。 
 
２．３ 研究開発成果について 
本プロジェクトでは、「実現場において実際に機能する具体的なシステムの開発」が大き

な目標に設定されており、成果としてプロトタイプが完成されたことが確認できている。ま

た、国土交通省などにより実現場で採用が進められる個別テーマも実績として出ており、高

い成果として認められる。点検・モニタリング機器開発および診断といったすべての研究課

題において、当初目標である TRL(Technology Readiness Level)7 以上をシステムとして達

成しており、インフラ維持管理の省力化・少人化や定量データの取得が見込める技術が創出

されている。 
一方で、分科会等における研究開発の説明対象は、資金配分額等も考慮して決定すべきで

あり、今後のプロジェクトで検討してほしい。 
今後は、NEDO が中心となって開発された技術の成果を広く国内外に普及させるよう希

望する。 
 
２．４ 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 

PL の「現場で役に立つ技術の開発」という強い基本方針がプロジェクト全般にわたり貫

かれているため、成果の実用化・事業化に向けた戦略は技術開発テーマごとに明確であり、

妥当である。特にロボットシステムについては、国交省や施設管理者との連携のもと、現場

試行・検証を繰り返し実施し、実用性の高いシステムが開発されているものが多く、既に事

業化された取組もある。さらに、テーマ毎に TRL の段階評価を把握し、今後の追跡、フォ

ローが行える仕組みとなっている。 
一方で、TRL の評価は自己評価に加えて、外部委員など第三者からの評価も加えるべきで

あった。 
今後は、プロジェクトの成果をさらに発展させて優れた技術を生み出し、更なる実用化につ

なげていくためにも、NEDO として、国として継続的にサポートしていくことが強く望ま

れる。 
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研究評価委員会委員名簿 

 
（２０１９年１２月現在） 

 氏 名 所属、役職 

委員長 小林
こばやし

 直人
な お と

 
早稲田大学 研究戦略センター 副所長・教授 
／研究院 副研究院長 

委員 

浅野
あ さ の

 浩志
ひ ろ し

 
一般財団法人電力中央研究所 エネルギーイノベーション 

創発センター 研究参事 

安宅
あ た か

 龍
たつ

明
あき

 先端素材高速開発技術研究組合（ADMAT）専務理事 

亀山
かめやま

 秀
ひで

雄
お

 東京農工大学 名誉教授 

五
ご

内川
ないかわ

拡史
ひ ろ し

 株式会社ユニファイ・リサーチ 代表取締役社長 

佐久間
さ く ま

一郎
いちろう

 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

宝田
たからだ

 恭之
たかゆき

 群馬大学 大学院理工学府 環境創生部門 特任教授 

平尾
ひ ら お

 雅彦
まさひこ

 
東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 
教授 

松井
ま つ い

 俊
とし

浩
ひろ

 
情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科 教
授／国立研究開発法人産業技術総合研究所名誉リサーチャ 

丸山
まるやま

 正明
まさあき

 技術ジャーナリスト／横浜市立大学大学院非常勤講師 

吉川
よしかわ

 典彦
のりひこ

 名古屋大学 名誉教授 

吉本
よしもと

 陽子
よ う こ

 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社  
政策研究事業本部 経済政策部 主席研究員 

敬称略、五十音順 
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研究評価委員会コメント 

 
第６０回研究評価委員会（２０１９年１２月２０日開催）に諮り、以下のコメントを評価

報告書へ附記することで確定した。 
 

● 本プロジェクトでは技術のシステム化に向けた適切なマネジメントにより、高い研

究開発成果を上げたことは特筆すべきである。今後は開発された成果物を活用する

ためのプラットフォーム機能や、国土交通省との連携等の仕組みを視野に入れた橋

渡し機能を果たして頂きたい。また国際的な展開もぜひ視野に入れることを期待し

たい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 章 評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の下の箇条

書きは、評価委員の主な指摘事項を、参考として掲載したものである。 
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１．総合評価 
本プロジェクトでは PL、SPL、PM の指揮のもと適切なマネジメントが行われ、時々

刻々変化する社会の情勢を踏まえた運営が行われていた。一般的に、研究開発プロジェク

トは要素技術の開発を重要視しがちであるが、本プロジェクトは技術のシステム化に着

目した点で極めて重要な意味をもつ。また、国交省や関連技術の有識者、各施設保有者・

管理者と連携のもと、成果の実証や普及への取組みがなされ、当初の目標の通りすべての

研究課題で TRL7 以上をシステムとして達成している。さらに、他分野での応用も期待

される科学技術上意義のある関連要素技術も開発されている。 
一方で、研究期間の短縮ならびに委託から助成への変更は、大きな影響があったと言わ

ざるを得ず、極力避けるべきであった。 
今後は、本プロジェクトで開発された成果は、現場での実証実験が必要であり、異なる

環境下での実証を進めることにより、さらに高い成果が見込まれる。NEDO には国土交

通省と連携して継続したフォローを期待したい。 
 
〈肯定的意見〉 
・ インフラ維持管理・更新という社会性の高いテーマ設定に対して、「現場で役に立つ技

術の開発」が行われ、成果が十分に上がったものと判断する。PL、 SPL, プロジェク

トマネージャーの指揮のもと適切なマネジメントが行われ、ステージゲートにおける

中間評価等、時々刻々変化する社会の情勢を踏まえた運営が行われていたものと判断

する。費用対効果も十分であると判断する。 
・ インフラの維持管理という、派手さはないが現在ならびに今後の日本にとって極めて

重要で対策が急がれる課題を正面から取り上げたことは、大変優れた課題設定であっ

たと言える。また、実現場での実用性を重視し、汎用性ではなく具体性を持つ完成度

の高いシステムを構築するという目標設定も適切であり、PL、PM を中心とした強力

なリーダーシップの元で実際にこの目標に添った豊富な研究開発成果が上がった、優

れたプロジェクトであったと言えよう。 
・ インフラ老朽化の進展や、事故の発生などの社会的ニーズの高まりと、センサやロボ

ット技術等の新たな産業につながる高度なシーズの近年の急速な進展を踏まえ、極め

て適切な時期に、適切な形で行われたプロジェクトであったと評価される。インフラ

維持管理は公共性が高く、民間のみの努力で新技術を開発し、実証して、市場を形成

してくことは、リスクが高く困難であるので、本プロジェクトによる促進効果は、極

めて大きい。それによって、我が国のインフラ維持管理を、この分野を世界的にリー

ドできる地位に高めることに大きく寄与できた。 
・ PL／PM の適切なリーダーシップのもとに、「現場で動く」というわかりやすく評価し

やすいターゲット・ゴールを明示することによって、プロジェクト全般にわたって整

合的なスコープのもとに、効果的・機動的なマネジメントにつなげることができてい

る。ムーンショット型のような現代的な研究開発マネジメントの先駆けとして高く評

価できる。 
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・ ユーザ側と技術提供側が一体となった研究開発チームが当初より形成されたことが優

れた成果につながった。インフラに限らず、ニーズとシーズをマッチングして、新た

なシステムを創出するような研究開発全般に対する一つの新たな研究開発マネジメン

トのあり方が提示されている。また、国交省との連携も、実用化・事業化を見据えた研

究開発の推進に大きく寄与したと思われる。 
・ 現場実証は、研究開発の進捗・改善に大きな効果があるのみならず、ユーザへの啓発

効果も高く、普及や市場形成促進への効果が高いという点からも評価される。 
・ 点検・診断は社会インフラの戦略的な維持管理の実現の根幹を担うものであり、その

技術の高度化は、社会インフラの技術基準や安全基準を整備し、かつその大半を保有・

管理する国が主導して取り組んでいくべきと考える。このことから、当該事業はNEDO
の事業として極めて妥当である。特に、国交省や関連技術の有識者、各施設保有者・管

理者と連携のもと成果の実証や普及への取組みがなされたこと、当初の目標の通りす

べての研究課題で TRL7 以上をシステムとして達成していること、また、他分野での

応用も期待される科学技術上意義のある関連要素技術も開発されていることから、当

該事業の実施・運営・管理は適切かつ十分であったと判断される。また、プロジェクト

終了後においても、各研究課題実施者の交流の場を設け、開発技術の発展・改善に向

けた取組みを行っているとのこと。今後も NEDO 主導で交流の場を継続して頂くとと

もに、創出された成果の海外展開のサポート体制を整備するなどして、プロジェクト

終了後のマネジメントの優良実践事例として、他のプロジェクト運営にも反映して頂

きたい。 
・ 研究開発プロジェクトは要素技術の開発が重要視されがちであるが、本プロジェクト

は技術のシステム化に着目した点で極めて重要な意味をもつプロジェクトである。 
SIP と補完関係にあり、両者で挑戦的技術から実用技術まで網羅したプロジェクトと

なった。 
研究期間の短縮や受託研究への変更などの困難を乗り越え、PM、PL の強いリーダー

シップと実施者、NEDO 関係者の努力により、一丸となって成功に導いたプロジェク

トであった。 
・ 本事業は、インフラ施設の維持管理における社会的な課題から立ち上がったプロジェ

クトであり、現場のニーズに合わせて、①センサシステム ②イメージング ③非破

壊検査 ④ロボットの技術開発が進められている。 
 特に国土交通省との連携において、現場での実証やニーズの共有などにより、明確

な目標設定が可能となり、具体的なプロジェクトの成果につながっている。 
また、ユーザがプロジェクトに加わることにより、単なる技術開発だけでなく、ニー

ズや課題を把握しながら開発を進めることが出来ている。さらに外部の技術委員や

NEDO による進捗管理やマネジメントにおいても中間評価やステージゲート、現場実

証などを通じて適切に行われている。 
 研究開発の成果においては、全ての個別テーマにおいて、実現場で働くシステムの

プロトタイプが開発されており、さらに全 26 技術の内、6 割を超える 16 技術が事業
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用システムの開発につながっており、事業マネジメントによる高い成果であると認め

られる。 
 これから事業終了後の 2 年以内の実用化に向けて、国土交通省や関係者との意見公

開会や現場での実証プログラムも行っており、さらなる成果が期待できる。 
 
〈改善すべき点〉 
・ MEMS・センサのテーマと、ロボット・非破壊検査の予算配分が適切であったのか、

やや疑問が残る。本事後評価のプレゼンの際に、もう少し前者の具体例のプレゼンが

聞きたかったというのが正直な感想である。 
・ 「ロボット技術開発」における研究期間の短縮ならびに委託から助成への変更は、社

会情勢の変化や政策の動向に適切に対応したとも言えようが、実施者側、特に大学な

どにおいては、やはり大きな影響があったと言わざるを得ず、極力避けるべきであっ

た。 
・ インフラ領域は国土交通省が主に管理している領域であるが、今回、NEDO とクロス

オーバーした形での連携が行われたことが、効果が大きかったと思われる。今後とも、

領域や省庁をクロスオーバーした活動に期待したい。また、そういった境界的な領域

に未来を支える新産業・新市場が広がっているものと考えられる。新しい形態の研究

開発マネジメントであったと思われるので、本プロジェクトの成果を踏まえ、新たな

時代にあった、ニーズとシーズの融合を図る研究管理・支援・マネジメントの方法の

開発と体系化を一層進めてほしい。 
・ 事業化にあたってはフィールド実証が前提となるが、その実施にはコストやノウハウ

が必要であって、一般には敷居が高い。そこで、異業種やベンチャーなどより多様な

企業のこの領域への一層の参入を促すために、フィールド実証等への支援を強化する

ことが効果的であると思われる。 
・ 当該事業実施の背景を鑑みれば、すべてのインフラにおいて高度な点検技術が必要と

されているわけではなく、開発された点検・診断技術の簡略化で必要十分な維持管理

が達成できるインフラも多数存在する。インフラの高齢化という喫緊の課題に対応す

るためには、センサ・ロボット専門の有識者に加えて、インフラ維持管理実施側の有

識者・実務者の関与がより必要であったのではないか。研究開発側にユーザー・エン

ドユーザーの参画・協力が義務付けられていた点は評価できるが、研究開発側の意見

のみでは偏りが生じる場合もある。成果の実用化・事業化に向けては、技術開発側と

維持管理実施側が、個別のインフラの点検・診断に求める精度・確度・コストの相場観

を共有できるような取組みが必要であったと考える。 
・ 技術委員制度を当初から導入し、よりプロジェクトの実施や評価に関与させるべきで

あった。 
事業期間の変更や助成事業への移行など、事業期間中のプロジェクト実施に係る重

要な変更はできる限り避けるべきであり、事業開始前に決定し、周知すべきであった。 
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〈今後に対する提言〉 
・ プロジェクトが終了後に、開発された技術の成果を広く国内外に普及させるよう希望

する。これで終わりということではなく、NEDO がうまく「音頭」を取って、参加し

た事業者が智恵を寄せ合い、色々な枠組みを作っていってほしい。 
・ 特に現行の法律の縛りから、せっかく本プロジェクトで開発されたシステムや要素技

術が、現場ですぐに適用しにくい局面も今後多々生じると思われる。そのような場合

において、プロジェクト終了後においても、NEDO が実施者と国交省との橋渡し的な

存在に是非なってほしい。 
・ また本プロジェクトから発生するベンチャー企業についても、何らかの支援の枠組み

が作られるとよいと思う。 
・ インフラの維持管理は、今後の日本にとって益々重要性が増していく極めて重要な課

題である。今回のプロジェクトの成果をさらに発展させ、更なる実用化につなげてい

くためにも、今回のプロジェクトに類するものを継続的に NEDO として、あるいは

国として準備していくことが強く望まれる。 また、今後は、企画段階で事前に十分な

検討を行い、研究期間の短縮や委託から助成への変更を中途で行うことがないように

して頂きたい。ただし、（社会情勢の急激な変化などに応じて）計画を拡大する方向へ

の変更は問題ないと考える。 
・ 今回は、明確な目標設定の下、機動的で効果的なマネジメントに成功していると思わ

れる。実際のマネジメントの記録に加え、その動機や背景、どのように考えたかなど

についても、エッセイ的な形やＰＬ、ＰＭ等当事者の個人としての考えや感想などの

形でもよいので、記録を残す仕組みを導入すると、より、今後の参考になると思われ

る。 
・ 今回のプロジェクトによって、この分野が世界的にトップレベルに達したことは疑い

の余地がないが、インフラ維持管理は先進諸国全般に極めて関心が高い分野であり、

ＡＩなど新たな技術が日々生まれ、激しい競争が繰り広げられている。優位性を保ち、

かつ拡大するための研究開発戦略の構想・立案や、資金面のみならず、情報共有・マ

ッチング、現場実証支援等、継続的、かつ、シームレスに支援するような仕組みが望

まれる。 
・ 異分野融合的な取り組みをプロジェクト期間の一過性のものとせず，持続的にイノベ

ーションし続けるような支援の在り方を模索されたい。それにあたっては、情報交換

に加え、断片的な現場ニーズを集約化し、技術課題として整理していくこと等も重要

であると思われる。 
・ 今後、この分野においても、近年発展著しい AI を取り入れた一層の取り組みの強化

が望まれる。 
・ インフラ維持管理に対する開発成果の普及のみでなく、研究開発から得られた知見に

基づいたインフラ設計・施工側への提言についても検討して頂きたい。インフラ維持

管理が抱える課題の早期の解決に向けては、点検・診断の要素技術の研究開発側から

インフラ設計・施工側に向けて、ハード面（土木・建築・設備の設計・施工）での技
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術的工夫を提案することも有効と考える。開発成果の実用化に対する課題と今後の方

針を示すに当たっては、「技術を使う側」への提案も含めるようにし、技術的課題の解

決と維持管理技術のさらなる高度化に貢献していただきたい。 
・ 本プロジェクト終了後は、実施者のみで技術、製品を囲い込むのではなく、業界全体

として技術の普及や標準化を目指すとともに、その取り組みを継続して実施してほし

い。 
・ プロジェクトによっては、今後も現場での実証実験が必要であり、異なる環境下での

実証を進めることにより、さらに高い成果が見込まれる。NEDO には国土交通省と連

携して継続したフォローを期待したい。 
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２．各論 
２．１ 事業の位置付け・必要性について 

インフラ維持管理は公共性が高く、民間のみの努力で新技術を開発し、実証して、市場

を形成して行くことは、リスクが高く困難であるため、NEDO が本プロジェクトを実施

したことは、市場形成効果も含めて、極めて大きい。社会インフラの維持管理に向けた制

度整備や、老朽化した社会インフラの安全性確保と長期供用への期待など、我が国でのイ

ンフラ維持管理の重要性の高まりを考慮すれば、本プロジェクトの目的は極めて妥当であ

る。本プロジェクトは最先端のロボット、センサ技術を結集し、社会課題に対するソリュ

ーションを具現化したものであり、我が国の高い技術水準を国内外にアピールできるもの

である。極めて適切な時期に、適切な形で行われたプロジェクトであったと評価され、そ

れにより、我が国のインフラ維持管理を、世界的にリードできる地位に高めることに大き

く寄与できた。 
 
〈肯定的意見〉 
・ インフラが老朽化し、それを点検するための人員の不足が少子高齢化の影響もあり顕

在化している。この問題を最新のロボット・MEMS のテクノロジーを駆使して解決し、

そこで開発された要素技術をもとに様々な産業の活性化を図ろうという本プロジェク

トは、まさに時宜にかなったものである。テーマの選定は極めて理にかなった、先見

の明があるものであると考える。 
・ 元来企業においては製造販売に軸足が置かれがちであり、それをメンテナンスするサ

ービスは往々にしておろそかになることも多いと考えられる。特に個人消費者用途で

なく、社会性、公共性の高い用途については、その傾向が大きいと思われる。その代表

例であるインフラにおいて、個々の企業の努力を待つのではなく、NEDO が積極的に

関与して、本プロジェクトのオーガナイズ、運営を行ったことは特筆すべきことであ

り、最大限評価できる。 
・ インフラの点検整備という、国家の根幹を担う巨大な市場規模を有する課題に対して、

80 億円という金額で、MEMS を始めとしたセンサ・イメージング分野で 14 件、ロボ

ット・非破壊検査分野で 12 件もの多数の製品開発を進めている。全てのテーマにおい

て、達成水準 TRL(Technology Readiness Level)のスコア 7 以上（10 がフルスコア）

が達成されていることは、費用対効果の面で非常に優れたプロジェクトであったもの

と評価できる。 
・ インフラの維持管理は、現在ならびに今後の日本にとって極めて重要で対策が急がれ

る喫緊の課題である一方、公共性が極めて高く、民間活動のみに頼っていては立ちゆ

かなくなる危険性が大きい。事業の目的、特に NEDO の事業としてとりあげることの

妥当性は、極めて大である。 
・ インフラ老朽化の問題の進展や、事故の発生などの社会的ニーズの高まりと、センサ

やロボット技術等の新たな産業につながる高度なシーズの近年の急速な進展を踏まえ、

極めて適切な時期に、適切な形で行われたプロジェクトであったと評価される。それ
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によって、我が国のインフラ維持管理を、この分野を世界的にリードできる地位に高

めることに大きく寄与できた。 
・ インフラ維持管理は公共性が高く、民間のみの努力で新技術を開発し、実証して、市

場を形成してくことは、リスクが高く困難であるので、NEDO が実施したことによる

促進効果は、市場形成効果も含めて、極めて大きい。 
・ 笹子トンネル天井崩落事故を契機に加速された社会インフラの維持管理に向けた制度

整備や、高齢化した社会インフラの安全性確保と長期供用への期待など、我が国での

インフラ維持管理の重要性の高まりを考慮すれば、当該事業の目的は極めて妥当であ

る。 
・ 点検・診断は社会インフラの戦略的な維持管理の実現の根幹を担うものであり、その

技術の高度化は、社会インフラの技術基準や安全基準を整備し、かつその大半を保有・

管理する国が主導して取り組んでいくべきと考える。そして、技術的課題の早期解決

に向けては、民間・大学等で開発された基礎技術・要素技術を有効活用し、現場適用が

可能となるよう、国主導のもとで改善・検証を進めることが効率的である。このこと

から、当該事業はＮＥＤＯの事業として妥当であったと考える。 
・ 慢性的な人手不足を背景に、社会資本の維持に必要不可欠なインフラ点検作業を、ロ

ボット・センサ技術の高度化により、将来にわたり安定的に実施するためのプロジェ

クトであり、我が国の持続的発展に向けて極めて緊急性、重要性が高い。 
現在の技術の統合により実現可能な具体的なシステムを開発目標としており、先端

的、挑戦的でリスクが高い技術開発を目的とした SIP と重複せず、相補的な関係が構

築されている。 
新たな要素技術の開発のみならず、要素技術を統合し新たなシステムを構築するシ

ステム化指向の技術開発も、民間活動のみでは時間がかかり、かつ技術の高度化によ

る国際競争力の維持において極めて重要な課題であり、「ナショナルプロジェクトのあ

り方について」とも合致している。 
 最先端のロボット、センサ技術を結集し、社会課題に対するソリューションを具現

化したものであり、我が国の高い技術水準を国内外にアピールできる重要なプロジェ

クトである。 
・ 我が国における橋梁をはじめとするインフラ設備は、老朽化と維持管理における人手

不足、高コスト化が問題となっており、現在、民間企業によって多数の人員、機材や機

器等を使って点検、管理している状況である。そのような中、本事業はロボットや ICT
などの高度技術を使用して、効果的、効率的に維持管理を行うための技術開発プロジ

ェクト事業であり、本事業の実施は妥当であると認められる。 
また、老朽化するインフラ施設の数は急増しており、現在の民間企業による対応で

は難しいのが現状である。そのため、NEDO が関与することにより、インフラ対応シ

ステム・技術の研究開発が進み、実現場への早期投入が見込まれる。 
その他、費用対効果としてもインフラ施設の維持管理における市場は 3 兆円を超え

る予測であり、新たな技術の実用化におけるインパクトは大きく、5 年間の NEDO の
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事業規模と比較しても妥当である。 
 
〈改善すべき点〉 
・ 特に見当たらない。強いて言えば、シーズの芽生えの段階であるようなテーマを選択

して実用化レベルまで昇華したケースより、ある程度の実績があるテーマを選択して

完成度を本プロジェクトにおいて高めたケースが多いように感じられるが、これは本

事業の趣旨がプロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーが強調しているよう

に「現場で役に立つ」システムや製品を目指していることを考慮すると、至極当然だ

と理解できる。 
・ インフラ領域は国土交通省が主に管理している領域であるが、今回、NEDO とクロス

オーバーした形での連携が行われたことが、効果が大きかったと思われる。今後とも、

領域や省庁をクロスオーバーした活動に期待したい。また、そういった境界的な領域

に未来を支える新産業・新市場が広がっているものと考えられる。 
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２．２ 研究開発マネジメントについて 
PL、SPL、PM が良い連携をとり、適切な指揮命令が行われており、実施者は技術力お

よび事業化能力を十分に発揮したものと考える。大学と企業との連携も適切に行われてい

たと思われる。「ロボット技術開発」に関して、研究期間の短縮ならびに委託から助成へ

の変更があったにも関わらず、実施者が想定以上の成果を上げるに至ったことは、PL の

強力なリーダーシップによるもので、指揮命令系統及び責任体制が有効に機能していると

いえる。また、外部有識者からなる外部委員の設置など、目標達成に向けた評価、推進体

制が組織されている。ステージゲートの設定、追加採択、前倒し可能な技術の先行事業化

などの取り組みは、早期実用化を目指したプロジェクトとして妥当である。 
一部の研究開発分野（ロボット分野）における研究期間の短縮ならびに委託から助成へ

の変更は、大きな影響があったと言わざるを得ず、極力避けるべきであった 
今後は、NEDO 主導で交流の場を継続していただくとともに、プロジェクト終了後の

マネジメントの優良実践事例として、他のプロジェクトに反映していただきたい。 
 
〈肯定的意見〉 
・ インフラの点検整備が我が国において喫緊の課題であることを考えると、極めて適切

な研究開発目標の設定であったといえる。そのために、PL、SPL を始めとしたメンバ

ーの豊富な経験と知識に裏付けされた「目利き」により、性能が良く、適切な開発費を

投じれば成果が上がることが予測されるテーマが選定されている。 
・ 目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたものと考える。これだけ多くのテ

ーマを推進するので、全部が順調に進行するとは考えにくい。ステージゲートにおい

てその分野で高名な識者に依頼して、いくつかのテーマを中止にする等、適切な開発

スケジュール（実績）管理および研究開発費の配分が行われていると思われる。 
・ PL、SPL、プロジェクトマネージャーが良い連携をとり、適切な指揮命令が行われて

おり、実施者は技術力および事業化能力を十分に発揮したものと考える。大学と企業

との連携も適切に行われていたと思われる。具体例のひとつとして紹介された、スー

パーアコースティックセンサによる橋梁センシングシステムの開発は、その好例であ

ると考える。 
・ 研究の進捗状況、社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、ステージ

ゲートにおいて早期実用化が見込まれるものを選定して別の進め方の枠組みを考慮す

る等、適切な対応が行われていたものと判断する。 
・ 知的財産の件数も多く、権利化が必要な技術内容については適切な対応が行われてい

るものと考える。具体例として紹介された、道路構造物ひび割れモニタリングシステ

ム、大型 FP 型イメージセンサの研究については、特許をもとにベンチャーカンパニ

ーの立上げも視野に入れているということであり、好印象を持った。 
・ PL、PM を中心に、実現場での実用性を重視し、汎用性ではなく具体性を持つシステ

ムとしての完成度を重視するという目標を実施者に徹底し、それに添った成果を上げ

ることができたことは、高く評価できる。特に、「ロボット技術開発」に関して、研究
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期間の短縮ならびに委託から助成への変更があったにも関わらず実施者が想定以上の

成果を上げるに至ったことは、PL の強力なリーダーシップがなくてはなしえなかった

のではないかと思う。また、開発促進財源の投入は、研究開発の加速に効果があった

と判断できる。 
・ PL／PM の適切なリーダーシップのもとに、「現場で動く」というわかりやすく評価し

やすいターゲット・ゴールを明示することによって、プロジェクト全般にわたって整

合的なスコープのもとに、効果的・機動的なマネジメントにつなげることができてい

る。ムーンショット型のような現代的な研究開発マネジメントの先駆けとして高く評

価できる。 
・ ユーザ側と技術提供側が一体となった研究開発チームが当初より形成されたことが優

れた成果につながった。インフラに限らず、ニーズとシーズをマッチングして、新た

なシステムを創出するような研究開発全般に対する一つの新たな研究開発マネジメン

トのあり方が提示されている。 
・ 研究課題のすべてにおいて、1) 開始当初より、中間目標および最終目標が具体的な要

求性能（数値指標等）のもと明確に示されていたこと、2) インフラ維持管理の性質を

踏まえて、市場性や経済効果を期待することを第一目的とせず、具体的な条件の現場

に適用できるシステム開発を主目的としたプロジェクトマネジメントが実施されたこ

と、3) 開発技術の現場適用状況の確認のための現場実証実験やサイトビジットがほぼ

すべての研究課題について実施されたこと、4) センサ・ロボットはもちろんのこと、

インフラ維持管理の有識者が技術委員として参画していること、5) すべての研究課題

において施設管理者もしくは開発技術のエンドユーザーが実施者として参加・協力す

るよう体制整備が図られたこと等により、当初予定よりも短期の実施期間であったに

もかかわらず、具体の現場に即適用できる各種技術が開発されたものと考える。 
以上のことから、当該事業についての研究開発マネジメントは適切であり、今後実

施される類似事業においても大いに参考にすべきと考える。 
・ ニーズに基づく目標設定と、ユーザも参加した現場での実証実験を重視する姿勢は、

技術の早期実用化を目指した本プロジェクトの趣旨に合致している。 
外部有識者からなる外部委員の設置など、目標達成に向けた評価、推進体制が組織

されている。 
ステージゲートの設定、追加採択、前倒し可能な技術の先行事業化などの取り組み

は、早期実用化を目指したプロジェクトとして妥当である。 
ユーザ（主に国交省）とも密に意見交換、協力しながら実施されており、出口指向の

プロジェクトとして妥当である。 
・ 研究開発において、①センサシステム ②イメージング ③非破壊検査 ④ロボット

の 4 カテゴリーにプロジェクトを分けて進めており、①～④において異なる最終目標

を設定し、現場の課題に即した計画を立てている。また、中間評価とステージゲート

を設けて、技術開発の期間から実証実験の期間に移行するため、各プロジェクトの進

捗を的確に把握することが出来る。 
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・ 実施体制においては、各プロジェクトともに、ユーザがプロジェクトに加わり、現場

のニーズを把握して、技術開発を進めることが出来ている。 
・ また、各分野の専門性の高い技術委員により、中間評価の後にサイトビジットを行い、

プロジェクトの評価や助言を行っており、目標達成に向けた取り組みにつながってい

る。 
・ その他、各プロジェクトともに、現場での実証実験やステージゲートにより、研究開

発の継続や改善、また継続が難しい 2 テーマの中止をしており、進捗管理が適切に行

われている。 
 
〈改善すべき点〉 
・ 評価項目にある、実施者間の競争が必要な場合それを促したかについては、今回の事

後評価の説明ではよく見えてこなかった。 
・ 予算の配分において、MEMS・センサ分野に、80 億円のうち 50 億円以上が配分され

ている。本プロジェクトと NMEMS 技術研究機構との関係性も少々不透明であり、ど

のような理由でこのような配分になったのかの説明が、明示的に必要かとも思われる。 
・ 研究期間の短縮ならびに委託から助成への変更は、社会情勢の変化や政策の動向に適

切に対応したとも言えようが、実施者側、特に大学などにおいては、やはり大きな影

響があったと言わざるを得ず、極力避けるべきであった。 
・ 新しい形態の研究開発マネジメントであったと思われるので、本プロジェクトの成果

を踏まえ、新たな時代にあった、ニーズとシーズの融合を図る研究管理・支援・マネジ

メントの方法の開発と体系化を NEDO としても一層進めてほしい。 
・ 研究開発項目①センシング関連については、事業予算の 5 割以上が配分されているが、

各研究課題での配分が不明であり、その配分の妥当性・費用対効果の判断は困難であ

る。 
・ 「アーム懸架型橋梁桁端部点検ロボット（ジビル調査設計）」について、その開発技術

の完成度は評価に値するが、一方で、高圧噴射装置使用時の排水処理を考慮する必要

があり、現状では全ての現場に無条件に適用するには課題がある。一般に、土木イン

フラの保有者・管理者は、河川や海岸における排水処理の厳守について認知している。

この点について、研究開発実施期間中に、プロジェクトマネジメント側や技術委員と

の議論に基づく方針決定がなされていたが研究開発実施者の事前対応の不備があった。

管理者への届出は研究開発実施者が実施すべきであるが、NEDOは届出について指導・

指示すべき立場であり、適用条件等に関して充分な検討と取りまとめが期待された。 
・ （分科会の運営に関して）採択時・中間評価時と評価者が異なることから、事後評価

においても各研究課題の採択の理由、中間評価における継続もしくは打切の理由、各

研究課題の進捗状況の把握と遅れへの対応などの情報に関する資料を事前に示して頂

きたい。 
・ 事業期間の変更や助成事業への移行など、事業期間中のプロジェクト実施に係る重要

な変更は、研究現場に混乱を招き、新たな負担を強いることから、できる限り避ける
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べきである。特に助成事業への移行については、事業開始前に決定し、公募要領等で

周知すべきである。

・ 技術委員の制度は、プロジェクトの早い段階から導入し、第三者の視点から助言や

継続的な評価を与える仕組みを整えるのが望ましい。

〈今後に対する提言〉

・ プロジェクトが終了した後に、成果を広く世の中に普及させるよう希望する。今回の

プロジェクトを契機として国交省との交渉が容易になり、様々なフィールドテストが

できたような印象もあるが、この仕組みを続けていってほしい。

・ 本プロジェクトで開発された技術はインフラ点検のみでなく、例えば原子力発電所の

点検や、内部モニタリングにも使用できると思われる。具体例のひとつとして紹介さ

れた X 線イメージセンサ等は、Si を使用した通常の CMOS イメージセンサが X 線に

より使用できない福島原発の内部調査にも利用できるのではと思った。他のプロジェ

クトや取り組みとの将来的な連携の枠組みも考慮にいれてほしい。

・ 研究期間の短縮や委託から助成への変更を中途で行うことは決して望ましいことでは

なく、企画段階で事前に十分な検討を行って決定し、その後の変更は極力ないように

するべきである。ただし，（社会情勢の急激な変化などに応じて）計画を拡大する方向

への変更は問題ないと考える。

・ 情勢に応じて、機動的に実施したマネジメントの実績や方法については、将来の改善

につながるような記録がなされているが、それに加えて、どうしてそのようなマネジ

メントを行ったのかの動機や背景、どのように考えたかなどについても、エッセイ的

な形や PL、PM 等当事者の個人としての考えや感想などの形でもよいので、記録を残

す仕組みを導入すると、より、今後の参考になると思われる。

・ プロジェクト終了後においても、各研究課題実施者の交流の場を設け、開発技術の発

展・改善に向けた取組みを行っているとのこと。今後も NEDO 主導で交流の場を継続

して頂くとともに、プロジェクト終了後のマネジメントの優良実践事例として、他の

プロジェクトに反映して頂きたい。

・ 当該事業における開発技術の海外展開に向けたサポート体制を NEDO で整備して頂

けるとよい。大企業・大学等の海外との交流の機会が多い、もしくは既に海外拠点が

設けられている研究課題には不要であろうが、中小企業が開発した技術の海外展開に

ついてはサポートが必要と考える。

ＮＥＤＯが選定した代表的な成果について紹介して頂いたが、今後は審査側の事前の

希望・意見を踏まえての研究課題の選定が可能となるよう検討して頂きたい。

・ 事業期間の変更や助成事業への移行などプロジェクト実施に係る重要な変更は、事業

開始前に決定し、周知すべきである。本プロジェクトの成功が他のプロジェクトの実

施に影響を与えるべきではない。
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２．３ 研究開発成果について 
本プロジェクトでは、「実現場において実際に機能する具体的なシステムの開発」が大き

な目標に設定されており、成果としてプロトタイプが完成されたことが確認できている。ま

た、国土交通省などにより実現場で採用が進められる個別テーマも実績として出ており、高

い成果として認められる。点検・モニタリング機器開発および診断といったすべての研究課

題において、当初目標である TRL(Technology Readiness Level)7 以上をシステムとして達

成しており、インフラ維持管理の省力化・少人化や定量データの取得が見込める技術が創出

されている。 
一方で、分科会等における研究開発の説明対象は、資金配分額等も考慮して決定すべきで

あり、今後のプロジェクトで検討してほしい。 
今後は、NEDO が中心となって開発された技術の成果を広く国内外に普及させるよう希

望する。 
 

〈肯定的意見〉 
・ MEMS を始めとしたセンサ・イメージング分野で 14 件、ロボット・非破壊検査分野

で 12 件もの多数の製品開発を進め、全てにおいて達成水準 TRL の評価において７以

上のスコアを達成していることは、特筆すべきである。80 億円の予算規模でこれだけ

の成果を挙げているので、費用対効果の面で非常に優れたプロジェクトであったもの

と評価できる。 
・ 学術論文やプレスリリースの数も多く、学会講演会での発表や、国際ロボット展、ナ

ノマイクロビジネス展での成果紹介、プロジェクトの報告会等、成果の普及に関して

十分な配慮がなされていたものと考える。 
・ 特にロボット技術、モニタリング技術にテーマを分け、各テーマの内容をコンパクト

に過不足なくまとめた冊子は秀逸であると思われ、成果の普及に大きく貢献したもの

と考える。 
・ 知的財産権に関しても、特許の出願件数が 130 と数多く、十分な実績があがったもの

と考える。 
・ 具体性を持つシステムとしての完成度を重視するという目標のもと、十分な成果が上

がったことが、分科会でのプロジェクトの詳細説明、現地調査会、ならびに事業原簿

などから判断できる。システムとしての完成度は、これまでの他の同様のプロジェク

トよりも高く、目標が徹底されたと言えよう。また、副次的ではあるが、個々の要素技

術で、学術的にも優れた成果が十分上がったと判断できる。 
・ 我が国が直面しているインフラ老朽化の問題に、既存インフラ領域のみならず、セン

サやロボットなどの領域から横断的かつ異分野融合的に取り組んだことで、世界をリ

ードする成果につながっていると評価される。現代的なニーズに対応した、新たなシ

ーズ・技術を創成して対応したところに、新たな市場形成へつながる成果が達成でき

たものと考える。 
・ 現場実証は、研究開発の進捗・改善に大きな効果があるのみならず、ユーザへの啓発
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効果も高く、普及への効果が高いという点からも評価される。 
・ インフラ維持管理の要素技術については研究対象となり得るが、インフラ維持管理実

務そのものは研究対象とするものではなく、ただひたすら現実として対応すべきもの

である。この点において、当該事業では、点検・モニタリング機器開発および診断とい

ったすべての研究課題において、当初目標である TRL7 以上をシステムとして達成し

ており、インフラ維持管理の省力化・少人化や定量データの取得が見込める技術が創

出されている。その一方で、目標を達成するに向かって他分野にも応用可能な関連要

素技術が創出された事例も多数ある（例えば、高耐久パッケージング技術やセンシン

グ要素技術など）。これらについては、国内外での論文発表や知的財産権の取得等も適

切に実行されており、我が国の科学技術・イノベーション力の更なる発展に貢献する

技術開発がなされた点は高く評価できる。 
・ 平成 29 年には道路橋示方書、平成 30 年には港湾の技術上の基準・同解説など、各種

インフラ構造物の設計コードが改訂された。今後、新規で建設される構造物について

は、設計・施工時時の配慮により現在生じている『老朽化』を未然に回避あるいは軽減

することが可能となっている。ただし、今後も各種インフラの点検義務化は継続され

ることが予測されるため、外観目視の代替となるロボット類については、省人化・点

検時の安全性確保等の観点からも、将来のニーズの拡充が見込めると考える。また、

変位・変形、固有振動など構造物・設備自体の状態変化を対象としたセンシング技術

については、今後、通常時の維持管理のみならず災害時のインフラ供用可否判断に活

用できるものと期待される。 
・ 国交省作成の性能カタログにも一部の課題が掲載されるなど、現場で実利用可能な技

術がユーザも交えて開発されており、目標は十分に達成されている。 
人的コストに対する優位性については、その時の社会状況にも大きく依存するもの

であり、将来予想される人手不足の深刻化から、現時点での評価は問題にはならない

と考える。 
実用化指向の高いプロジェクトであるが、特許のみならず論文数も多く、また既に

事業化された取組もあり、実用化・事業化戦略は適切である。 
・ 研究開発において、「実現場において働く具体的なシステムの開発」が大きな目標に設

定されており、今回の成果として、全ての事業においてプロトタイプが完成されたこ

とが確認できている。また、国土交通省などにより実現場で採用が進められる個別テ

ーマも実績として出ており、高い成果として認められる。 
・ 成果の普及では、関係者への情報提供を積極的に行い、シンポジウムや展示会、実証

実験への招待など多角的に進めており、これからの実現場への投入や関係者との連携

に役立っている。 
 

〈改善すべき点〉 
・ 全く新規の技術において、TRL において低いスコアから 7 以上のスコアを達成したと

いう感じではなく、既存の技術で研究開発費を投じれば成果が見込まれるものをうま
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く「目利き」して選択し、プラン通りに成果を達成した感があるが、本プロジェクトの

「現場で役に立つ」という根本的な趣旨を鑑みれば、それは仕方のないことだと思わ

れる。 
・ 我が国のインフラ維持管理・更新がそもそもの目標であることから仕方のないことで

あるとは思われるが、達成された技術成果が世界の中でどの程度の水準にあるのかが、

不明である。 
・ 直接的な成果に関することではないが、具体例として紹介された 4 つの技術のうち、

MEMS およびセンサに関するものが 1 例しかなかった。ロボットよりも予算規模が大

きくこちらに振り向けられていることから、もう少し成果の報告を聞きたかったのが

正直な感想である。さらに、残り 3 例のうち 2 例がひび割れの画像処理に関するもの

であり、もう少しバラエティーに富んだテーマの紹介をしてほしかった。逆説的に捉

えると、現在目視で行われているひび割れの検査の画像処理による自動化が、如何に

重要な課題であるかが示されたということかもしれない。 
・ 分科会でのプロジェクトの詳細説明で報告されたものに関しては、それぞれ優れた成

果を上げていることが十分に確かめられた一方で、最も経費を多く使っているサブテ

ーマの「センサシステム開発」からの発表を 1 件だけでなく複数聞いた上で成果の評

価をしたかったのが本音である。また、現地調査会も、1 件だけでなく「センサシステ

ム開発」も含めて複数あって良かったと思う。 
・ 現場実証はコストも高く、また、公開の啓発効果は高いことから、公開と秘匿のバラ

ンスについて、知財等の問題もあってケースバイケースではあると思われるが、効果

を最大化する実施方法や公開・公表について、今回の成果を踏まえ、検討を進められ

るとよいと思われる。 
・ インフラ維持管理の要素技術については研究対象となり得るが、インフラ維持管理実

務そのものは研究対象ではなく現実的に対応すべきものである。この点において、当

該事業の開発技術については、インフラ維持管理の担い手・ユーザに向けての広報を

より重視すべきであったと考える。例えば、日経コンストラクション等が主催するイ

ンフラ検査・維持管理展などにおいて NEDO として当該事業の成果を普及する取組み

はなされたのか。また、学会活動を通しての成果の普及については、ロボットやセン

サ等の研究者・専門家を対象としたシンポジウムでの発表だけではなく、土木学会や

建築学会等が実施するインフラ維持管理技術者を対象としたシンポジウムでの発表が

必要ではなかったか。個別の研究課題実施者に成果の普及を委ねるだけでなく、NEDO
主導による当該事業に対する総合的な成果の普及の機会がより多ければよかった。 

・ 「道路構造物ひび割れモニタリングシステム」と「複眼式撮影装置を搭載した橋梁近

接目視代替ロボットシステム」については、いずれもひび割れ検出技術の開発を行っ

ているが、双方の情報・技術の交換はなされたのか。シナジー効果を生みだすような

取組みはなされたのか。 
・ 水中点検技術２件について、音響測深技術の最新の情報収集や、有識者の意見徴収は

なされたか。当該２技術はロボットと測深技術を組み合わせたものであるが、これら
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については海洋構造物施工業者や深海探査分野（特に、同時期に行われていた SIP 次

世代海洋資源）において技術開発や事業化が進められている。内外の技術動向の調査

に不足はなかったか。開発成果が、競合技術と比較して優位性があるかどうか判断が

難しい。 
・ 「センサ端末同期用原子時計の研究開発（NMEMS）」は、橋梁・附帯構造物等の道路

インフラでの状態モニタリングにおける時刻同期を目的に開発されたものであるが、

構造物や各種建材の応答特性を考慮した上で 10msec 以下の時刻精度の保持が必要と

判断したのか。本研究課題については世界最高水準の技術開発がなされたものと推測

するが、当該事業の対象とする必要があったのか、他のふさわしい事業はなかったの

か。 
・ 常時微動、固有振動数等の計測を目的としたセンシング技術については、従来は外観

目視による定性的な評価に留まっていた構造物全体の変状の程度について、定量的な

データの取得に基づく評価を可能とするものである。しかし、対象構造物の健全度を

定量的に評価するためには、初期状態でのデータ取得が必要と考えられるものがある。

当該事業は、既存インフラの『老朽化』への対応を目的としているため、既存インフラ

の健全性の評価が、維持管理開始時点で把握された状態との相対比較により達成され

るような点検診断技術であれば、それが容易に理解できるように成果報告・公表に工

夫が必要である。 
・ （上記の補足）実際に、何かを計測・推定できるだけの技術では、インフラの維持管理

はできない。計測データとそれを利用しての評価手法がセットでシステムとして提案

されなければ、実用化は難しい。時系列データの相対比較で健全性を評価する必要が

あるのであれば、そのことを明示すべき。 
・ 分科会等における研究開発の説明対象は、資金配分額等も考慮して決定すべきである。 

 
〈今後に対する提言〉 
・ 先述したように、プロジェクトが終了後に、開発された技術の成果を広く国内外に普

及させるよう希望する。これで終わりということではなく、NEDO がうまく「音頭」

を取って、参加した事業者が智恵を寄せ合い、色々な枠組みを作っていってほしい。 
・ 今回のプロジェクトによって、この分野が世界的にトップレベルに達したことは疑い

の余地がないが、インフラ維持管理は先進諸国全般に極めて関心が高い分野であり、

AI など新たな技術が日々生まれ、激しい競争が繰り広げられている。優位性を保ち、

かつ拡大するための研究開発戦略の構想・立案、継続的な関与や支援が望まれる。 
・ NEDO が作成したパンフレット（小冊子）や YouTube での動画公開について、各種イ

ンフラ関連学会、インフラ事業主体のほか、インフラメンテナンス国民会議等を通じ

ての周知を進め、より広範な成果の普及を目指して頂きたい。 
・ NEDO には、既存インフラに対する研究開発成果だけでなく、研究開発から得られた

知見に基づいたインフラ設計・施工側への提言についても検討して頂きたい。例えば、

ロボットが運行しやすい附帯設備の設置や、センサの取付け・交換が容易に行える構
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造等、インフラ構造物の当初設計における工夫により、センサ・ロボット等の適用の

制約条件を軽減できる可能性がある。これは、結果として、インフラ維持管理の省力

化やコスト縮減に繋がるものと期待される。 
・ 本プロジェクト終了後は、実施者のみで技術、製品を囲い込むのではなく、業界全体

として技術の普及や標準化を目指すとともに、その取り組みが継続して実施されるこ

とが望ましい。 
・ インフラ施設においては、現場ごとにニーズが異なるため、細かな改良や対応が求め

られる。そのような現場での実績など、出来る範囲で共有することがさらなる技術開

発につながるため、継続的な意見交換会、ユーザを巻き込んだ情報発信等を行うと良

い。 
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２．４ 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 
 PL の「現場で役に立つ技術の開発」という強い基本方針がプロジェクト全般にわたり貫

かれているため、成果の実用化・事業化に向けた戦略は技術開発テーマごとに明確であり、

妥当である。特にロボットシステムについては、国交省や施設管理者との連携のもと、現場

試行・検証を繰り返し実施し、実用性の高いシステムが開発されているものが多く、既に事

業化された取組もある。さらに、テーマ毎に TRL の段階評価を把握し、今後の追跡、フォ

ローが行える仕組みとなっている。 
一方で、TRL の評価は自己評価に加えて、外部委員など第三者からの評価も加えるべき

であった。 
今後は、プロジェクトの成果をさらに発展させて優れた技術を生み出し、更なる実用化に

つなげていくためにも、NEDO として、国として継続的にサポートしていくことが強く望

まれる。 
 
〈肯定的意見〉 
・ PL の「現場で役に立つ技術の開発」という太い骨子がプロジェクト全般に渡り貫かれ

ていた印象である。この骨子に沿い、成果の実用化・事業化に向けた戦略も技術開発

テーマごとに明確になっており、妥当であるものと考える。 
・ 今後我が国をはじめ、先進諸国においても、インフラの老朽化への対応は喫緊の課題

であり、市場の規模が大きく、成長性も見込まれる。 
・ 実用化・事業化に取り組む各テーマの実施者も明確であり、国交省との交渉を経て今

後法律を改正する等の手続きを踏めば、すぐにでも現場で使用できる技術の開発が当

プロジェクトで行われたものと思量する。 
・ 具体例として紹介された 4 テーマはもちろん、他のテーマも産業技術として現場です

ぐにでも役に立つものであると思量する。 
・ 本プロジェクトにおける「実用化・事業化」の考え方は、公共性が高いインフラの維持

管理に対して適切なものであったと判断できる。その上で、適切な実用化への戦略に

向けての取組が NEDO、PL/PM、実施者の相互の理解のもとで強力に進められ、それ

に添って十分な成果が上がったと判断できる。 
・ 適切な実用化・事業化の目標設定を行ったことで、限られた期間で無理のない形で研

究開発が進められていると思われる。また、先導的に研究開発を進めることで、結果

的にではあるが、国交省側の動向や点検要領の改正等とうまく同期させることができ

ており、また、それらに先立って時宜を得た実用化が進められていることも評価した

い。 
・ 国交省との当初からの連携も、成果の最大化と市場の拡大に大きな効果があったと思

われる。 
・ ロボットシステムについては、国交省や施設管理者との連携のもと、現場試行・検証

を繰り返し実施し、実用性の高いシステムが開発されているものが多い。実用化・事

業化に向けた開発計画及びマイルストーンが明確であった結果と考えられ、これはエ
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ンドユーザーが開発者側に参画していること、NEDO によるプロジェクトマネジメン

トが適宜適切であったことが有効に作用しているものと思われる。ただし、現状では、

国内での利活用には、点検要領や安全管理上の規制、また現時点では積算方法が不透

明である等の制約があることから、各研究課題実施者には早期の海外への展開も視野

に入れて、実用化・事業化をより一層進めて頂きたい。 
なお、早期の海外展開という点においては、既に中性子水分計搭載自走ロボットで

具体的な世界的市場ニーズが示されており、世界に誇れる技術開発が達成されたもの

と考える。 
・ 当該事業が「道路橋点検要領」の改訂の一助となったことは評価できる。 
・ PM、PL の強いリーダーシップのもと、実用指向性の極めて強いプロジェクトとなっ

ており、マイルストーンに従い実用的なシステムが開発され、計画通りに一部で事業

化が開始されるなど、成果の実用化、事業化において高く評価できる。 
・ TRL など、定量的、客観的な評価指標を設定し、PL、PM も交えた評価を行っており、

妥当である。 
実用化指向の高いプロジェクトであるが、特許のみならず論文数も多く、また既に

事業化された取組もあり、実用化・事業化戦略は適切である。 
・ 成果の実用化では、全 26 技術に対して、TRL（Technology Readiness Level）評価を

実施し、16 事業において事業用システムが開発されている。本事業では、2 年以内の

実用化を目指すため、終了後半年の段階での成果としては高い水準であると認められ

る。また、テーマ毎に TRL の段階評価を把握し、今後の追跡、フォローが行える仕組

みとなっている。 
今後の実用化に対する課題については、幅広い現場で使用するシステムにするには

更なる開発が必要であり、実証や試行も積極的に行うことを方針として明確にしてい

る。 
 

〈改善すべき点〉 
・ 特に見当たらない。強いて言えば、本プロジェクトで開発された技術の素晴らしさは

よく理解できたが、国内外における競合技術や競合他社の状況について不明確であり、

これについての踏み込んだ説明がほしいところであった。 
・ 事業化にあたってはフィールド実証が前提となるが、その実施にはコストやノウハウ

が必要であって、一般には敷居が高い。そこで、異業種やベンチャーなどより多様な

企業のこの領域への参入を促すために、フィールド実証等への支援を強化することが

効果的であると思われる。 
・ 開発技術のすべてについて TRL7 以上が達成された結果となったが、プロジェクトマ

ネジメント側や実施者の自己評価ではなく、外部有識者やユーザ等からの意見も徴収

し、開発技術の評価の公平性を確保すべきである。 
・ 開発技術の実用化・事業化を目指すにあたっては、研究課題実施グループに含まれる

施設管理者・エンドユーザーだけでなく、他の施設管理者・ユーザからの意見の徴収
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も行う必要がある。 
・ 「競合する製品・サービス等と比較して性能面・コスト面等で優位を確保する見通し

はあるか」について、コスト面については開発技術の実施コスト・（特にセンシング技

術については）維持コスト等が明示されていないため、判断が困難である。 
・ すべてのインフラにおいて高度な点検・診断技術が必要とされているわけではなく、

開発された点検・診断技術の簡略化（バージョンダウン）で必要十分な維持管理が達

成できるインフラも多数存在する。むしろ、そちらの方が多い。当該事業の成果の実

用化・事業化にあたっては、インフラの高齢化という喫緊の課題に対応するためにも、

ユーザーニーズに応じた開発技術の簡略化（可能であれば低コスト化）についても検

討して頂きたい。インフラ維持管理実施側が求める精度・確度に応じた点検・診断技

術の選定（松・竹・梅）が可能となるような取組みがなされるとよい。また、技術開発

側と維持管理実施側が、個別のインフラの点検・診断に求める精度・確度・コストの相

場観を共有できるような取組みが必要である。 
・ 評価の公平性を確保すべきである。 
・ TRL の評価は自己評価に加えて、外部委員など第三者からの評価も加えるべきである。 

 
〈今後に対する提言〉 
・ 例えば、「ひび割れは目視で行わないといけない」等の現行の法律の縛りから、せっか

く本プロジェクトで開発されたシステムや要素技術が、現場ですぐに適用しにくい局

面も今後多々生じると思われる。そのような場合において、プロジェクト終了後にお

いても、NEDO が実施者と国交省との橋渡し的な存在に是非なってほしい。これを強

く望むところである。 
・ 十分あがったプロジェクトの成果をさらに発展させて優れた技術を生み出し、更なる

実用化につなげていくためにも、今回のプロジェクトに類するものを継続的に NEDO
として、あるいは国として準備していくことが強く望まれる。繰り返しになるが、イ

ンフラの維持管理は今後の日本にとって極めて重要な課題であり、地道かつ継続的に

開発を進めていくこと、その体制を確保していくことが、強く望まれる。 
・ 事業化支援については、ベンチャー支援等別の枠組みになると思われるが、本プロジ

ェクトの成果を踏まえ、資金面のみならず、情報共有・マッチング、現場実証支援等、

継続的、かつ、シームレスに支援するような仕組みが望まれる。 
・ プロジェクト終了後も NEDO と研究課題実施者間での情報共有が可能な取組みがな

されている点は評価に値する。すべての技術が早期にＴＲＬ９を達成できるよう、今

後のＮＥＤＯのフォローアップに期待したい。 
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３．評点結果 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A 
２．研究開発マネジメントについて 2.7 A A A A B B 
３．研究開発成果について 2.7 A A B B A A 
４．成果の実用化・事業化に向けた 

取組及び見通しについて 
2.8 A A A B A A 

（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が 
数値に換算し算出。 

〈判定基準〉  
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要         →A 
・重要            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当性がない、又は失われた →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

２．研究開発マネジメントについて 
 
４．成果の実用化・事業化に向けた 

取組及び見通しについて 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

・明確            →A 
・妥当            →B 
・概ね妥当          →C 
・見通しが不明        →D 

2.8 

2.7 

2.7 

3.0 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．成果の実用化・事業化に

向けた取組及び見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 評価対象事業に係る資料 
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１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 
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２．分科会公開資料 
次ページより、プロジェクト推進部署・実施者が、分科会においてプロジェクトを説明す

る際に使用した資料を示す。 
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参考資料１ 分科会議事録 
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研究評価委員会 
「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」 

（事後評価）分科会 
議事録 

 
日時：2019年7月22日（月）9：30～16：50 
場所：大手町サンスカイルームＤ室 

 

 

 
出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 
分科会長     青柳 誠司   関西大学 システム理工学部 機械工学科 教授 
分科会長代理   梅田 和昇   中央大学 理工学部 精密機械工学科 教授 
委員      阿部 雅人   ㈱ビーエムシー(BMC) 研究開発部 部長 

委員       加藤 絵万   国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 

構造研究領域 構造研究グループ長 
委員      倉爪 亮    九州大学 大学院 システム情報科学研究院 教授 
委員       林  英雄   ㈱日刊工業新聞社 総合事業局イベント事業部 事業部長 

 

＜推進部署＞ 

弓取 修二   NEDO ロボット・AI部 部長 
安川 裕介(PM)   NEDO ロボット・AI部 専門調査員 
川上 憲治    NEDO ロボット・AI部 専門調査員 
竹内 誠一郎   NEDO ロボット・AI部 主査 
藏重 昴平   NEDO ロボット・AI部 職員 
 
＜実施者＞ 
油田 信一(PL)  芝浦工業大学 SIT総合研究所 客員教授    
下山 勲 (SPL)  富山県立大学 学長 
渡部 一雄    ㈱東芝 研究開発センター 研究主幹 
佐藤 久      首都高技術㈱ 技術部 構造技術課 主査 
菊池 浩明    富士フイルム㈱ R&D統括本部 画像技術センター 兼 産業機材事業部 
浅見 研一    ㈱日立パワーソリューションズ 日立山側事業所 コンサルティングエンジニア 
         リング本部 分析エンジニアリング部 評価試験グループ 技師 
藤原 健     国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター 分析計測標準研究部門  
         放射線イメージング計測研究グループ 研究員 
 
＜評価事務局＞ 

梅田 到     NEDO 評価部 部長 

塩入 さやか   NEDO 評価部 主査 

谷田 和尋   NEDO 評価部 主査 
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議事次第 

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

２．分科会の設置について 

３．分科会の公開について 

４．評価の実施方法について 

５．プロジェクトの概要説明 

5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント 

5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し 
5.3 質疑応答 
5.4 プロジェクト成果全貌 

 

（非公開セッション） 

６．プロジェクトの詳細説明 

6.1 スーパーアコースティックセンサによる橋梁センシングシステムの開発（センサ） 

6.2 道路構造物ひび割れモニタリングシステムの研究開発（イメージング） 

6.3 複眼式撮像装置を搭載した橋梁近接目視代替ロボットシステム（ロボット①） 

6.4超小型X線及び中性子センサを用いたインフラ維持管理用非破壊検査装置開発（ロボット②） 

７．全体を通しての質疑 

 

（公開セッション） 

８．まとめ・講評 

９．今後の予定 

１０．閉会  
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議事内容

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

・開会宣言（評価事務局）

・配布資料確認（評価事務局）

２．分科会の設置について 

・研究評価委員会分科会の設置について、資料１に基づき評価事務局より説明。

・出席者の紹介（評価事務局、推進部署）

３．分科会の公開について 

評価事務局より資料 2 及び 3 に基づき説明し、議題６．「プロジェクトの詳細説明」及び議題７．

「全体を通しての質疑」を非公開とした。 

４．評価の実施方法について 

評価の手順を評価事務局より資料 4-1～4-5 に基づき説明した。 
５．プロジェクトの概要説明 

5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント

推進部署より資料5aに基づき説明が行われた。 
 5.2 研究開発成果、成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通し 

実施者より資料5bに基づき説明が行われた。 
5.3 質疑応答

5.1及び5.2の説明内容に対し以下の質疑応答が行われた。 

【青柳分科会長】 ありがとうございました。

技術の詳細につきましては議題 6 で扱いますので、ここでは主に事業の位置付け、必要性、

マネジメントについて議論します。ただいまの説明に対しまして、御意見、質問等をお願いし

ます。

【阿部委員】 お話をお伺いして 5 年という期間の中でニーズやシーズ、あるいはユーザーやメーカ

ーを交えたチームを作らせるとか、ターゲットを非常に具体的に設定されるとか、機動的にマ

ネジメントをして入れ替えなど色々とされ、5 年という非常に長いようで短い中ですごく色々と

工夫をされているので、マネジメントとしてはかなり高度なことをされてきたと思います。ま

た、この様な進め方自体はインフラだけではなく、ユーザー側とメーカー側があるような問題

で、色々なところでこの様な進め方をしているのかなと思いました。

  質問は、なかなかこの様な進め方はパッと思い付かないと思うのですが、どういう経緯でこの

様な進め方でないと駄目だ、このような進め方が良いと思って編み出してこられたのかといっ

た話があれば教えてください。

【油田PL】 実は私自身の背景の話を申し上げますと、私はロボット屋です。ただ、例えば実験室の

中で動くロボットは幾らでもできるけれども、少し厳しい環境に行ったらうまく動かないとい

うのが、ある部分でロボットの常識です。それをいかにリアルワールドに連れていくかという

ことを、実はヒューマンインタフェースの部分も、あるいは環境の中で、普通の道路環境を走

るだけであっても、あるいは何かものを拾うだけであっても、リアル環境の中で動かすにはど

うすれば良いかということこそ、しっかりやらなければいけないと、私は思ってまいりまし

た。
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    それを背景にすると、先ほど申し上げましたように、汎用的にこんなこともできるということ

を研究者としてやりたかったのだけど、それはもちろんやりたいけれども、一つ課題を出して

リアルワールドの中でこれをきちんとやりなさいというものを、ちょっと複雑な課題を出して

「これをやりなさい」ということすらできないのに「汎用的です」という話はないだろうとい

うのが私の思いです。その意味で、しっかりと建設分野で働くロボットを作ることが、ロボッ

ト技術の進歩のためにもすごく重要なことだと思っていました。 
    そうして考えてみると、実はその問題はロボットだけではなく、「実験室の中ではこんなにう

まくいく」という話よりも、とにかく現場でうまくいくものをしっかり作ることに、解決すべ

き技術要素としてもたくさんあるのではないかと感じていました。実は私自身、このプロジェ

クトのプロジェクトリーダーというお話を頂いた時に「自分はそういうつもりだ。そのつもり

でやって良いですよね」と言ったら「是非そうしてください」と言っていただいたので、その

様に始まったという経緯がございました。それでお答えはよろしいでしょうか。 
【阿部委員】 そこのゴール設定がすごく明確なので、マネジメントも非常にしやすかったのではない

かなと思いました。 
【油田PL】 ただ、実は国の予算でやる話の中で、では、これだけやれば十分なのかということは、

具体化しているが故に十分なのかといったら、決してそうではないです。更にやっている最中

に、本当はもっとダイナミックにテーマややり方を変えるとか、そのような枠組みを更に作っ

ていかなければいけないと感じたことはありました。 
【青柳分科会長】 他にございませんでしょうか。どうぞ。 
【林委員】 ありがとうございました。先ほど、安川さんでしたか、始めにお話を頂いたと思うのです

が、今回のプロジェクトについて確認です。ユーザー側が連携する形で入っていただいている

ということですが、具体的に良い事例というか、こういった形で連携して取り組んでいるとい

うものを。全ての事業者で今回のプロジェクトに関して、ユーザーサイドが関わっているのか

どうか。そして、一つ例として、どういった方々が連携して行われたか、伺ってもよろしいで

しょうか。 
【安川PM】 御質問ありがとうございます。センサ、イメージングに関しては基本計画の中に「ユー

ザーを含めること」という項目がございます。そういうところから、最初に応募してくださる

時からユーザーが入っています。ただ、こちらのマネジメント側としては、最初はそうやって

入ってきても、本当にその方によるコラボレーションといいますか、きちんと御意見が反映さ

れているかが心配になってきますので、きちんとやっていますかという確認をしたり、または

現場に行った時にもなるべく現場の方の声を聞きながら「ここはどういう技術開発に反映して

いますか」といったお互いのコミュニケーションの中から、ユーザーの声がしっかりプロジェ

クトに反映されることを、お互いの信頼関係の中からつくるように努めてまいりました。 
    ロボットに関しても、ロボットは非常に多くのサイトビジットや現場実証をいたしましたの

で、実際に現場で使うとなると、そこの関係しているユーザーだけではなくて、他の建設コン

サルタントを外注でお願いしてやっていただくとか、または国土交通省や地方自治体の例えば

ダムをお借りして実験する時にも、ダムの管理者からお声を頂いたりして、現場では何が必要

か。また、そこで実験したのを見た結果、こんなことが必要だという言葉も頂きまして、なる

べく多くの方を巻き込むような形で、我々としては色々な方に協力をお願いして、全体として

現場の声を反映できる、現場で使えるような技術を開発したいという形で進めてまいりまし

た。 
【青柳分科会長】 よろしいでしょうか。他にございませんか。では、倉爪委員。 
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【倉爪委員】 一つ質問があります。プロジェクトの途中で期間変更とか助成事業の移行など、かなり

大きなプロジェクトの変更があったようにお見受けしましたが、これについてプラスになった

点とマイナスになった点があるのではないかと思いました。そのあたりを御説明いただければ

と思います。 
【安川PM】 ありがとうございます。プラスになった点は、やはり事業化を大きく意識に入れたとこ

ろがあります。委託研究というのは、ともするとNEDO 側が主体となって「こういうお金を出

すから、こういう研究をしてください」とNEDO がお願いしてやっていただく仕組みです。そ

れに対して、助成事業というのは実施者が自分の意志で「研究開発をしたいので補助金をくだ

さい」という仕組みです。色々な意見があると思いますけれども、今回は事業化を大きな目標

とするというところで、結果的にこういう助成事業を取り入れたことによって、事業化が大き

く進んだのではないかと考えられると思います。そこはプラスのところです。 
    マイナスのところは、もちろん最初は 5 年間の開発のつもりで研究の実施計画を出していた

だいて、NEDO は契約をしております。5 年間が 4年間になったことによって、非常に技術開

発が忙しくなり、ステージゲートの時期も本来は 3 年後だったものが 2 年後になったわけで

す。当初の研究開発の計画と狂ってきたところは、プラン変更とか、予算の関係もあり、実施

者の方には非常に御迷惑をお掛けしてしまったところはマイナスだと思っています。以上で

す。 
【油田PL】 私からもコメントを。今、安川PM が申し上げたとおり、もともと 5 年間のテーマ、5

年間 100%助成だと言って公募をして、プロジェクトが始まった数カ月後に、実は予算が続かな

いことになったという御説明がNEDO から、私も含めて実施者にありした。もともと契約の時

点で、少なくとも初年度の契約はなされていて、2 年度目以降についてはその時の事情によると

いう約束だから、法律的に違反をしているわけではないことになるかと思いますが、実はその

意味では正直言って、その時点では実施チーム全員が騙されたと思ったと私は感じています。

ただ、それはロボットのテーマについてですが、そこでむしろ、それ故、更に実用化をきちん

とするところにフォーカスしてやっていこうというプロジェクト側の判断があって、実際には

抜けたチームもあるわけですけれども、ほとんどのチームはそのまま 50%あるいは 3 分の 2 助

成に移られて、続けていただいたことになります。 
    継続するのに、予算がなくて困った実施者はかなりおられると思います。具体的にはここにあ

りますM 社では、最初は何が起こったかというと、社内で準備できるのはこの金額だから、予

算全体のプロジェクトを小さくしてくれと言われました。そこで相談の上、その様な格好で始

めたけれども、その後、社内で成果に基づいて、それなりにある意味でちゃんとした大きなプ

ロジェクトに復活していただいたということがございます。 
    それから最初の 3年間というか最初のプロポーザル時点では事実上、大学、産総研とか、公

的研究機関がより中心の程度が高く、この中では例えば土石流予測のK 社のチームは最初の

2、3 年間はK 社のニーズの下にきちんとやっておられましたけれども、チームリーダーはT 大

学でした。ところがT 大学としては、この枠の中に自前で助成のプログラム、お金を掛けるこ

とはできないというので、事実上、T 大学はお手伝いに移られて、随分きちんとやられましたけ

れども、T 大学に必要な経費は多分、K 社が負担されて、そのうちの半分をNEDO が補助され

る形で進んだということだろうと感じています。 
    途中で変わったために、体制変更も余儀なくされた例は幾つかございます。それが悩んだ側で

して、よかったと私がここで言ったら実施者に叱られるのですが、少なくとも助成のプログラ

ムに変わって「本当に使えるものを作るぞ」という意味での本気度は、結果としては大分増し
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たのではないかと感じてはいます。十分な支援をしながら、いかに本気になってやってもらう

かということがキーなのだなと思いました。 
【弓取部長】 この点については担当部の責任者として一言申し上げておかなければいけないのです

が、制度が変わったことについては安川PM より御説明したとおりで、情勢の変化がございま

した。情勢の変化というのは何かといいますと、雲仙普賢岳、笹子トンネルの事故もありまし

て、当初 5 年間で技術開発をしようとしていたのですけれども、やはり非常に社会的要請が強

い。国交省からも早く実現してくれと。委託事業を 5年間ではなくて、もっと早く実用化して

欲しい。それで経産省と色々話をした結果、短縮をして、助成を 2 年間入れようということに

したわけです。これはなるべく早く出していくというモードにしていかないと。先ほどPL が予

算が続かないというのは、その結果起こるかもしれないということをおっしゃったわけで、説

明としては、情勢変化があった。早く出さなければいけない。のんびりやっていたのでは、こ

の事業は続かない可能性だって起こり得る。では、自ら予定を変更していこうということを申

し上げたということです。 
    それで実施者の皆さんにそのことをご説明して、確かに実施者の皆さんは「それは何だ」と思

われたと思います。ただ、よくご説明をいたしまして、つらい決断ではありましたが、飲み込

んでいただいて、実施者様にもその必要性を理解していただいて、結果的に実施者もつらかっ

たとは思いますけれども、モードチェンジをしてくださった。会社とも内部でも調整をしてモ

ードチェンジをしてくださった。それが結果的に実用化を早めたと考えています。 
    委託事業を 5 年間実行したケースと、助成事業を 2 年間に変えたケースをパラレルでやって

いるわけではないので、どちらがよかったかということは正確には言えないわけですけれど

も、先ほど成果としてお見せしたとおり、結果的に非常に良い成果が出てきていますし、プロ

ジェクト後もOB 会として、これは新たな試みですけれども、皆さん集まってくださって、現

在どうなっているかという情報交換、あるいはこういったことをして欲しいという声も上げて

くださっています。もし、このプロジェクトが嫌で嫌でしょうがなければ、決してお金も出な

い、そういったOB 会なんて行くものかとおっしゃっていただろうと思います。これは一つの

証左かもしれませんけれども、現在、非常に良いコミュニティを作りつつ、成果の実現を図っ

ていること自体が、このプロジェクトは色々ありましたけれども、良いプロジェクトであった

のではないかと私自身は思っています。 
【青柳分科会長】 油田PL、倉爪委員、何かあれば。 
【倉爪委員】 はい、分かりました。 
【油田PL】 NEDO の立場は今、弓取部長が御説明いたしました。実はそこの中では、実施者は

NEDO の部分と本当のプレーヤーがあって、NEDO の中では私はプレーヤー側に立って、意見

を言わざるを得ない立場でやってまいったわけです。安川さん、あるいは弓取さんともかなり

やりあったことはございました。 
【弓取部長】 このようにこういった場でもオープンに議論をしておりまして、包み隠さず実施者の前

でも、実際にこのような議論をさせていただいたことが結果的には良かったのではないかと思

います。決して、後ろの方で何かごちゃごちゃやっているわけではなくて、こういう違いもあ

って、それぞれの立場の違いも言い合って、でもやっていきましょうという合意が図られた。

これは良かったのではないかと思っています。 
【青柳分科会長】 ちょっとクリティカルなものが、色々あると思うのですが。よろしいでしょうか。

あと、梅田分科会長代理、加藤委員、何かあれば。 
【梅田分科会長代理】 今のところにまだ絡む質問で恐縮ですが、事実的な話でお伺いしたいのです
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が、まず費用面に関して 80.6 億ということになったわけですが、当初の予算から比べるとどう

なっているのでしょうか。減ったのでしょうか、それともそうでもないのでしょうか。 
【安川PM】 パッと出てきませんけれども、途中の加速財源のお話をさせていただきました。あの部

分は純粋に増額です。NEDO のプロジェクトというのはずっと同じ額で続くのは珍しくて、上

がったり下がったりする。下がる方が多いのですが、という中ではここのプロジェクトは非常

に必要性を周りの方から認識していただきまして、実質的には維持に近い形で前向きに行け

た。それに対して、更に加速が付いていて、非常に評価されているところだと思います。 
【梅田分科会長代理】 それは素晴らしいですね。 
【安川PM】 5 年間で見ると最後の年だけちょっと減っているのですが、これはロボットが 4 年間

で、最後の年はロボットがなくなっているので、研究開発項目が減っているのでその分が減っ

たという認識で、全体としてはきちんとした予算の裏付けを持って、良い研究成果が出たと思

っています。 
【梅田分科会長代理】 ありがとうございます。それで早まったステージゲートで、結果的に 2 プロ

ジェクトが中止になっていますが、もし差し支えなければどういう理由で中止になった、ある

いはどういう評価をされて中止になったかというところを教えていただけますか。 
【安川PM】 中間評価の結果、ステージゲートの時の結果は公表されていますので、その範囲内でお

答えいたします。 
    一つは橋梁の点検ですが、その時に打音点検と音響的な判断をするというものを入れていまし

た。その実施者の中には、研究開発項目の中を見ると二つあった。一つの方は写真による判

断、もう一つの方は音響による判断というところがございました。音響による判断のところ

が、そこまでの研究の進捗を見ているとなかなか難しそうだと。最終的にそれが実用化できる

かどうかというところが議論になり、そこの時期、ステージゲートにおいて、オーバーオール

で二つの研究開発を含めた形では難しいということになりましたので、途中退場をお願いした

ということです。 
    ところが実は、その実施者は追加公募の時に音響のところを除いてもう一度応募していただき

ました。採択委員の評価の結果、音響ではない側の画像による評価の内容で追加採択になり、

実質的には研究計画を変更して継続する形に近い内容になっています。 
    二つ落ちたという、もう一つの方ですが、へび型のロボットだったのですけれども、当初研究

開発を開始した時は、これだけのものができるだろうと大きな達成目標を出していたのです

が、どうしても作ってみるとなかなか難しいことがだんだん分かってきまして、最初の 2 年間

においての研究開発の難しさが分かったから、そこで途中で中断という結果になったというこ

とです。 
【梅田分科会長代理】 ありがとうございます。もう 1 点。1 件、早期終了で製品を前倒し実現された

ところがあって、本当に素晴らしいと思うのですが、製品の前倒しは良いとして早期終了させ

たというか、製品化しつつプロジェクトは最後までやっても良かったかなと思わないでもない

のですが、そのあたりの経緯がもしございましたら。 
【油田PL】 実は実用的に使い得るシステムを作るというのがこのプロジェクトですので、早期終了

する必要はちっともなくて、しっかりやってもらえば良いのですが、片や、より根っこの

NEDO のルールで、実際のビジネスを支援はしないという基本ルールがございます。そうしま

すと、実はこの開発成果そのものでお金をもらいながら売るということはいけないというのが

あって、それがいかにきちんと切り分けられるかが勝負です。まさしく今までやってきた成果

そのものをすぐにでも売り出したいということが起こって、むしろ特に助成のプログラムにな
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っていますので、すぐにでも売り出したいという思いでやっていたチームについては、色々御

相談した結果、これはとにかく一旦卒業していただいて、打ち切っていただいて、ビジネスに

走っていただく方がいいだろうと。実は実施チームから見ると、本当は助成金をもらいながら

続けられた方がうれしかったのかもしれませんが、NEDO のルールではそれはできないという

制度で、そのようなやり方になりました。 
【梅田分科会長代理】 大変クリアになりました。ありがとうございます。 
【弓取部長】 分科会長、よろしいですか。今の点も根っこのところは実ビジネスというのは確かにそ

のとおりですが、お話だけだと非常に硬直的な組織と思われたかもしれません。もっと柔軟で

して、例えば一部分の実用化をして、その他の部分はそうではないという時には、どの部分を

実用化して、「ここの部分についての研究開発は以降、支援しません。そこはビジネスにしてく

ださい」というような柔軟な対応もNEDO としてはしていますし、今後とも機能開発に向け

て、色々なリクエストを受けて、できることをどんどん実施していく。そういった組織ですの

で、その点について、根っこはそうですけれども、今回リクエストがあったのは全部ビジネス

化したいということだったので、そうなったということと御理解いただければと思います。 
【油田PL】 今、弓取部長が言われたように十分にフレキシブルでして、実は年度が始まった後、こ

れはどうしても途中で売りたくなった。では、いつまでできちんと線を引くかは御相談をした

という話です。年度更新をしなかったというケースもありますけれども、そうでなく、このテ

ーマはもうきちんと打ち切っていただくということが起こったこともあります。 
【倉爪委員】 今のことについてのコメントですけれども、もうプロジェクトを終了したわけですか

ら、開発した技術を囲い込む必要は全くなくて、外販して、例えば業界全体の基本技術、標準

化を目指すという方向で今後、進まれるということでよろしいですね。ちょっとコメントいた

だければ。 
【油田PL】 特に社会課題解決のためのシステムで、逆にやらなければいけないことは山ほどある。

つまり、解決しなければいけない問題はすごくあるけれども、できることが限られているとい

う状況では、各チームが現状で持たれているノウハウもできる限り公開して、他のチームに使

ってもらう方が、実は公開した人たちにとっても結果としてはメリットがあるという状況にあ

るだろうと思います。その意味では先ほど御説明いたしましたが、プロジェクト内での情報交

換会みたいなことをかなりやり、しかもそれもまたよそに対しても公開して、精神としては我

が国が持っている問題を解決するなり、しっかり貢献してくださいという話ですし、実際のビ

ジネス的にも、できる限り公開する方がプラスになるというスタンスで御協力いただいている

状態です。 
【青柳分科会長】 よろしいですか。では、加藤委員。 
【加藤委員】 色々素晴らしいマネジメントで、油田PL がおっしゃった、システム開発であるという

ことと、現場で動かないものは成果と認めないというのは素晴らしいと思いました。 
    評価として導入されているTRL ですが、全部の技術が 7 となるように、実際鞭を叩いたの

か、自然とそうなったのか。あと、7 というところまではプロジェクト推進側が評価されている

のだと思いますが、これに実際のユーザー視点、例えば、コンサルや管理側とかの視点が入っ

て、やっと 7 になっているのかどうかという確認をしたいというのが 1 点です。 
【安川PM】 このプロジェクトは後半の 2 年間は現場で使いながら評価をしますので、現場で評価す

るための実験用のプロトタイプ、実験用のモデル機は作らなければいけないことが前提となり

ます。TRL のレベルの 6は実証モデルを作ったかどうか。TRL の 7 は実証モデルを実導入現場

と同様のところで作ったかどうかという内容ですので、このプロジェクトの目標としてTRL7
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まではやってくださいというのは、このプロジェクトとしての目標になっています。このた

め、右側にプロジェクトとしてNEDO が支援してというのはちょっとおこがましい言い方です

けれども、皆様と協力して、このプロジェクトの 5 年間の中ではTRL7 を目指してやりましょ

うということです。それに対して、本当にそれを売るのかと。現場で使い、売れるようなも

の、事業用システムを作りましょうというのがTRL 8 以降となります。 
    ですので、NEDO としてはこのプロジェクト内での我々のマネジメントはTRL 7 までを目指

しています。事業終了後 2年間で実用化を目指すと書いていますが、それはTRL8 以上を目指

してやってくださいというお願いでやってきたところです。 
    ここで今、示しているセンサシステムとイメージングの表は、右側のオレンジ色の部分が

TRL の 8 以上、実用化というところになります。これはロボットに対して、少ないですけれど

もセンサシステム、イメージングの方はこの前の 3 月に終わったばかりです。実用化を目指す 2
年間のうちの半年がたったところなので、今このぐらいの状況です。一方、ロボットの方は 1
年早く終わっていますので、終わってから 1 年半たったところです。2 年間のうちの 1 年半たっ

た状況で、今これだけのものがすぐにでも使える状況にあると見ていただけたらと思っていま

す。以上です。 
【油田PL】 追加させていただきます。TRL 7 までいけば成功だという判断でした。実は私自身はこ

れだけのサブテーマがある中で、全部成功しなければいけないことはないと思っていました。

したがって、実は 7 に丸が付いていないのがある方が正直ではないかと言えなくはないと思い

ますが、自己評価あるいはNEDO の事務局側のPM の評価も、みんなとにかくここまで達した

のではないかという判断を。実施者もそのように考えて、こういう結果が出たので、私自身は

かなりホッとした部分がございます。 
    ただし、ここまでいった理由の一つの裏側は、とにかく現場で動くものを作って欲しい。その

機能はそれほどすごいものではなくてもいいから、とにかく現場で動くものを作ってほしいと

いうことを何度も申し上げていた。つまり、これだけ良いものができたら次に行くというステ

ップではなかったというのが大きな理由であると思っています。 
【加藤委員】 ありがとうございます。 
【弓取部長】 これはフォロー、サポートといいますか付加情報ですが、もちろんこれは自己評価でも

あるのですけれども、先ほどPM から御説明させていただいたとおり、技術委員会というのが

あり、本当に現場に淺間先生、大須賀先生、皆さん来てくださいました。そこで見た後に、時

間をかけて議論をいたしました。ですので、本当にできていないものであれば、当然ながら技

術委員会で「これは駄目だ」という評価が出ているはずですし、そういったものをくぐり抜け

ての最終的な自己評価であることを御理解いただけたらと思います。 
【加藤委員】 それに関連して伺いたいのですが、先ほどこのプロジェクトが終わった後も、OB 会と

してよいコミュニティを作っているとおっしゃっていました。例えば、コミュニティの中で

TRL 8 以上になるような、何か情報交換したり、NEDO が何か御助言したりはされています

か。 
【弓取部長】 まだそういった具体的なアクションはしていないのですが、実はNEDO の中に

NEDO 講座という制度があります。これは何かというと、NEDO のプロジェクトで出てきた成

果についてフォローアップをする仕組みです。例えば幾らロボットを使っても、どういうふう

に使うのか、一般の方、事業者が分からない場合も多いわけで、例えばどちらかの大学にそれ

ぞれのロボットについて「こういった活用の仕方をするのですよ」「こういった良いことがある

んですよ」ということを啓蒙していただく。そういった講座を設けることができます。例えば 2
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年間、3 年間です。 
    そういった中で先ほどお話のあった標準化の話であるとか、実用化に向けての更なる技術支援

であるとか。TRL 8 の段階まで持っていくためには、恐らく開発者側だけではなくて、ユーザ

ーに多く集まっていただいて、アジャイル的な発想で実際に市場に出て使ってもらって、良

い、悪いとフィードバックを掛けてもらって、やっていく仕組みがないといけないと思ってい

ますので、そういったNEDO 講座のような活動をしてみたらどうかという議論は今、していま

す。単にOB 会として集まるだけではなく、もう少し何かできないだろうかと。このプロジェ

クトに関わっている皆さんに是非とも良い形で成功していただきたいですし、ハッピーになっ

て、我々自身もハッピーになりたいですし、そういった思いで何かしら考えていきたいとは思

っています。 
【安川PM】 補足させていただきます。よろしいでしょうか。このページ（資料 5b、p.32）が実用

化意見交換会で、プロジェクトが終わった後なのに実施者の皆さんに集まっていただいて、お

互いに会議をしたという例です。このとき、皆さんに集まってもらって、それぞれから発表し

ていただいたのですが、その時の目的はベストプラクティスを横連携しようと。うちはプロジ

ェクトが終わった後に、こんなふうに実際に現場でやってみたら、こんな反応があったとか、

こういう世の中への出し方をすると良かったということ。良いことをお互いに参考にしなが

ら、できるだけ実用化を進めましょうと。このプロジェクトの全体として、そのような実用化

のレベルを上げたいという目的があって、このような会を開きました。TRL レベルの 8 とか 9
にいくための、成功のためのコツをみんなで共有しましょうという会を開いたものです。 

【青柳分科会長】 よろしいでしょうか。皆さん、すごく活発な議論があって、時間も過ぎてしまった

のですが、私も少し言わなければいけないかなと。この前、福井に見学に行きまして、橋の下

を検査するロボットを実際に見たのですが、油田PL のスピリッツが感じられて、実際に動かな

ければいけないということで、実際に動いて水まで出して、錆のところを見られるようにする

というのを見させていただいて、なるほどと感心した次第です。 
    何点かあるのですけれども、あそこまで持っていくためには正直、数年でできるというのはな

くて、ここに参加してくれたジビル設計様ともう一つの、その下請けの会社もあるのですが、

蓄積みたいなものが随分あってやられているという気がしました。だから、私ら、大学の研究

というのはゼロから始めることも多いのですけど、そうではなくてもうかなり完成に近いもの

を、NEDO のプロジェクトで更に完成に近づけたというのが私の感想でした。 
    もう 1 点は、これは事後評価で、まだ終わってすぐなので、こういうことを是非、制度的に

作るのはどうなのかと思うのですけれども、もう 1 回ここでやったことが本当にビジネスとし

て。先ほど倉爪先生も言われたように、やはりビジネスとしてというのがNEDO のミッション

かもしれないので、もう少したった後に評価するというのも良いのではないかと。今、評価す

ると多分、素晴らしいというので終わってしまうと思うのですが、何年か経つとどうなのかな

というのはちょっと知りたいところです。そんなところですけれども、皆さん、他に何かどう

してもということがあれば。 
【阿部委員】 一つだけ、すみません。今回は土木側、インフラ側から見ると色々な業界の人が入って

くれたのが非常に大きかったと思います。それで技術が進んでいるということがあります。私

たちから見たら外の分野の人たちがインフラに入ってきてくれる仕組みみたいなのはすごく大

事だなと思いました。中で、お金もそうなのですが、やっぱり今回の現場のアレンジメントは

すごく大変です。そこがこういうプロジェクトがなくなるとなくなってしまうというところ

が、やはり今後の技術の進歩にすごく影響があるかなという懸念を少し持ちましたので、何か
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そのあたりの話を。 
    あと、やはり今回は事業者の方に、受託者の方に「現場をアレンジしろ」としてきたと思うの

ですけれど、そうすると現場をアレンジする力がない企業は参入できないことになってしまう

ので、ベンチャーとか、そういうものも含めて色々参入規制を下げていくという点では、国交

省マターかもしれませんけれども、現場が気軽に使えるような状況だけでも継続できると良い

と思いました。 
【青柳分科会長】 何かコメントがあれば。 
【油田PL】 今、阿部委員がおっしゃったとおりで、実は事業者に比べて、例えばNEDO が国土交

通省と相談の上「こういうことをやりたいから、実験をさせてください」と言いに行くと、個

別の開発チームから見ると一回り実験がしやすい状況が作れたと感じています。その意味で、

各チームの極めて大きな努力の大きな成果ではあるのですけれども、NEDO がプロジェクトと

して進めたアクティビティも、実は彼らをかなりサポートしてくれたのではないかと思いま

す。実は国土交通省の現場実証にしろ、新しい制度みたいなものも、そういうことを狙ってく

ださっていることだとは思いますけれども、つまり現場を指向したロボット技術とか先端セン

サ技術などをきちんとテストし、評価し、かつ本当に使ってみた人たちの意見を、現場で使う

人たちの意見を聞くという枠組みがあると技術が進むと思ったし、何とかしてもらいたいと思

っているところではあります。 
【弓取部長】 よろしいでしょうか。何とかしたいと思っていまして、実は先ほどPM から、ロボッ

トの性能評価手法が一部入ったと申し上げましたが、ここの成果はどこへ行っているかという

と、福島ロボットテストフィールドの設備導入にその成果がかなりの部分生かされています。

福島の南相馬に 50ha の土地を確保いたしまして、イノベーション・コースト構想の一環とし

て、そこに水没市街地であるとか、あるいは濁度を調整できるプール、あるいはプラントの設

備、トンネル、橋といったものを造っています。ですから、実際に確かに運用されている現場

に行くのが一番良いとは思いつつも、福島ロボットテストフィールドに行けば、実は今回開発

していただいたロボットの性能を評価できる施設がある。そこに我々は随分関わっていますの

で、積極的に福島ロボットテストフィールドの活用の方向を実施者と考えていきたいと思って

いますし、そういう方向でお手伝いできると考えています。 
【青柳分科会長】 よろしいでしょうか。私もそう思います。これで終わってしまうと、それで終わっ

てしまうのですが、是非続けてやって行くような仕組みを考えていただきたい。これはすごく

大事で、インフラの維持は本当にこれから避けて通れないことだと思いますので、是非NEDO
の方でも考えながらやっていっていただきたい。福島フィールドというのを初めて聞いたので

すが、是非また教えていただければと思います。 
    大幅に時間を超過しましたが、ありがとうございました。他にも御意見、御質問等があろうか

と思われますが、予定の時間がまいりましたので終了します。 
 
  5.4 プロジェクト成果全貌 
     推進部署より資料 5c に基づき説明が行われた。 

 

（非公開セッション） 

６．プロジェクトの詳細説明 

省略 

７．全体を通しての質疑 
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省略 

 

 

（公開セッション） 

８．まとめ・講評 

 

【青柳分科会長】 それでは、まとめ・講評に入りたいと思います。 
林委員から始めて、最後に私という形で、まとめ・講評を各評価委員の先生にお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 
【林委員】 林です。本日はありがとうございました。プロジェクトの全体を通しましてコメントさせ

ていただきます。 
 まず、今回インフラ維持管理というプロジェクトの中で、今日お伺いして、非常に出口を明確

にしているプロジェクトだということが本当に具体的でよかったと思っています。あと、各プロ

ジェクトの事業者が、ユーザーと連携して具体的に取り組んでいることも非常に効果的だったと

思っています。 
 あと、技術委員による現場の調査も、普通は技術開発だけでとどまるところを、外部の専門の

方々も積極的に入っていただいて、それをフィードバックしていることに関しては有効であった

のではないかと思っています。あと、国交省との連携もよかった。後は自治体とか、色々な施設

側との連携といったところも是非、引き続いて行っていただきたいと思っています。 
 そういう意味で、これから私も今日色々な皆様の発表も含めてお伺いして、事業化とかベンチ

ャーを立ち上げられ、具体的な成果が上がっていると感じましたので、そのサポートの部分は情

報提供を。やはり、まだ実証が足りていないとか、継続してもっともっとやらないと具体的な、

ユーザーはやはり非常に。普通の製品とは違って、かなり特殊性の高い案件ですので、そういっ

たものに関しては情報提供して、実証の場をもう少し継続して提供を。国交省と連携してやって

いただくとか、そういったサポートも大切になると思いますし、情報発信の部分でも引き続き行

っていただきたいと思っています。 
 全体としては、技術開発だけではなく、出口を意識した、連携したプロジェクトということで

評価できると思っています。以上です。 
【青柳分科会長】 ありがとうございました。では、倉爪委員、お願いします。 
【倉爪委員】 本日はありがとうございました。一番感じたことは、普通こういうプロジェクトになる

と要素開発に重点を置かれて、システム開発についてはあまり強く重きを置かれないという風潮

があるかと思います。今回のこのプロジェクトはそういう意味では全く逆で、システム化技術の

方に非常に着目して、出口指向のプログラムだったという意味で、ある意味画期的なプロジェク

トだったのではないかと感じています。 
繰り返しですけれども、プロジェクトの途中で期間の変更とか、受託での変更とか色々あった

とお聞きしています。難しい時期もあったと思いますけれども、PM、PL あるいはNEDO の方々

の御尽力で、最終的に今日拝聴したような非常に良い成果が出ているという意味で、これはそう

いう努力によって達成された稀有なプロジェクトではないかと思っています。できればスムース
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に行きたいところですけれど、仕方がなかったという意味では、それでも非常に挽回されたとい

うか、非常によく最後までまとめられたプロジェクトだなと思いました。 
 繰り返しですけれども、林委員と同じ意見なのですが、せっかく作られた技術です。これは実

施者の方々だけで囲い込むことは絶対にせずに、それを業界あるいは標準として、標準化という

方向を目指して進んでいただきたい。それを実施者の方に強くお願いしたいと思っています。以

上です。 
【青柳分科会長】 ありがとうございました。それでは加藤委員、お願いします。 
【加藤委員】 今日は色々勉強させていただき、ありがとうございました。繰り返しになりますけれど

も、今回のプロジェクトですが、技術開発をされる方とそれを使う方と、国交省や NEDO の御

指導で、短時間でほぼ全てのテーマについてプロトタイプを完成させたということで、素晴らし

いプロジェクトだと思っています。 
 ですので、ここで得られた課題や知見を今後、生かす取り組みを続けていっていただきたい。

特にユーザー側に広報活動をしていただきたい。私も土木分野におりますので、そういう情報を

色々頂くことによって、こちら側からも開発側にニーズを詳しく示すことができると考えていま

す。今日は結構すごい技術が出てきたなと思っていますけれども、使う側の相場観というのでし

ょうか、こちらが何をどう評価したいか、期待する精度に応じた技術というのが松竹梅みたいな

感じで、開発側と使う側とで共有できるような取り組みが今後できればと思いました。以上です。 
【青柳分科会長】 ありがとうございました。では、阿部委員、お願いします。 
【阿部委員】 最初、感想としては油田PL が非常に強力なリーダーシップで、目標設定をクリアにし

て強力に進められた。皆さんも非常に御苦労もあったと思いますが、歯を食いしばってついて行

ったというのがよく分かりました。やっぱり今、内閣府の方でムーンショット型研究開発を検討

されていますけれど、油田PL のやられたことは正にムーンショットの先駆けなのではないかと

いう印象を強く持ちました。やはりこういうクリアな目標でみんながついていく。今後、こうい

うやり方がどんどん増えていくのかと思いました。 
 もう一つは、とりあえずシステム化を重視して、現場で使えるものを作られて、やはりこの分

野はこのおかげで日本も世界的にもかなり良いところに来ているのではないかと思います。それ

でまた実装も進んでいくでしょう。ただ、次もまた日本がトップでいたいと思うと、この中から

やっぱり色々な研究課題をまた拾っていただいて、基礎的な研究者の方にも、インフラのこうい

う問題があると。ロボットとかセンサの研究者の方にも是非知っていただいて、もっとそういう

研究をやっていただいて、インフラのこの分野をより高みに導くといったこともまた、ユーザー

側と逆に、研究側の方に対する PR といいますか、そういうこともあってもいいのかなと思いま

した。以上です。 
【青柳分科会長】 ありがとうございました。では梅田分科会長代理、お願いします。 
【梅田分科会長代理】 本日はどうも大変お疲れ様でした。特に実施者の皆さん、どうもお疲れ様でし

た。もう私の意見は今までの委員の皆様とほぼ共通なのですが、私は大学の人間で、だいたい大

学人がこういうプロジェクトに実施者側として参加する時には、実用化といっても「そうはいっ

ても、ちゃんと研究させてよ」「研究したいな」みたいなことをついつい考えてしまいます。私が

昔、NEDO のお金で一部研究させていただいた時も自由に研究させていただいた記憶があるの
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ですが、今回はそうではなくて、きちんと実用化としての成果を出す。新規性ではなく、実用の

ところをしっかりやるというポリシーをきちんと統一されて、それをしっかりプロジェクトリー

ダー、マネージャーの下で皆さんに意見を浸透されて、それが実際にこういう形になったという

ことは大変素晴らしいと思います。何といっても NEDO のプロジェクトとして、こういう形は

非常に素晴らしいと思うし、それが NEDO、経産省、あるいはひいては国のためになって、結

局、国民のためになっていくのだろうなということを強く感じた次第です。 
 今日、4 件のプレゼンテーションを聞かせていただきまして、あと 1 件はサイトビジットで見

させていただきましたけれども、いずれの 5 件も本当に素晴らしい成果を出されていて、心から

敬意を表したいと思います。残りの 21 プロジェクトに関しては、報告書をザッと読ませていた

だいた程度ではあるのですが、皆様方、それぞれ成果を出されているかと思います。そのあたり

もまた詳しく聞ける機会があったらと思いますけれども、総じてこのプロジェクトは大きな成功

を収めたのではないかと思います。 
 ということでめでたし、めでたしで終わっては駄目で、次につなげていくことを実施者、NEDO、

あるいはその他、各省の皆様方の御尽力で進めていくことが、このインフラ点検の今後を支えて

くれることになると思いますので、是非皆様方の引き続きの御尽力をお願いしたいと思います。

以上です。 
【青柳分科会長】 ありがとうございます。最後、私の方でまとめさせていただきたいのですけれど、

今 5 人の先生方が全て私の言いたいことを言ってくれたようなので、話すことがなくて困ってい

るのですが、やはり出口を大事にして、使えるものということでやったということで、素晴らし

いです。 
 それから、皆さん頑張られたのですけど、やはり油田PL、下山 SPL をはじめとして、NEDO
の安川 PM、皆さんがうまくマネジメントというのでしょうか。皆さんをうまい方向に導いたと

いうこともありますし、また、外部評価の先生をうまく入れて、良い方向に持っていったのでは

ないかと思います。全ての評価が TRL 7 以上というのは、僕ら大学でいったら、10 個のテーマ

をやっても 1 個か 2 個ぐらいしかうまくいかないところを、すごいなと感心する次第です。 
 それは多分、油田PL、下山 SPL の最初の目利きというか、うまくいきそう、いかないという、

そのあたり判断が素晴らしいのではないかと。これをやってもうまくいかない、うまくいくとい

うのは実はかなり大事なのではないか。先ほど、非公開の部分で安川PM の方から当初うまくい

くと思っていたけれど、うまくいかなかったというのはあるのですが、それが 10-7 の 3 の部分

ではないかと思って、7 ぐらいまで行ったというのは大成功だと私は思います。 
 それから、皆様もおっしゃっていましたが、是非これで終わるのではなくて、何か将来につな

げていくということ。それは非公開の部分でNEDO の推進の方から、こうやっていくのだと色々

と案がありました。あと、またもう一つ、ベンチャーをやるという。聞いていた中で、ベンチャ

ーを立ち上げますというのはすごく喜ばしいことだと。若い人がそうやってどんどん育っていく

というのも、このプロジェクトの一つの成果だったのではないかと思います。 
 総じて素晴らしく、全部聞いたわけではないので分からないところもあるのですが、今日聞い

た分では素晴らしかったのではないかと思います。特に土木の 2 人の先生方からは、結構厳しい

意見もあったような気はするのですが、それは逆に、そこまで厳しい意見が出る段階まで来てい
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るということではないかと思います。実際にやっていらっしゃる高速道路の方とかも取り込んで、

出口の方とかも一緒にやって、更に土木の先生から「もうちょっとこう」という、ものすごく高

いレベルのコメントではないかと思っていますので、良いと思います。私はロボットとかMEMS
で、MEMS は 1 件あったのですが、素晴らしい下山SPL のアイデアを東芝の方、色々な高速道

路の方と実用のところまで高めた。最高なのではないでしょうか。大学でやると、なかなか研究

発表とか、国際的なジャーナルとかもある程度行くのですが、それは信頼性とか、チャンピオン

データかも知れないし、やはりしっかり使えるものにしたということが素晴らしいです。 
 あと、非公開の部分でしたか。2 件、ひび割れの検査があった。国交省の方でひび割れが一番

の目標であるということで、その部分で素晴らしいことをされた。画像関係です。今日は梅田先

生、倉爪先生という、ロボットの方でも画像に詳しい先生からもお墨付きが得られたのかどうか

分からないですが、素晴らしい評価が得られました。 
 ちょっと気になった点としては、やはり AI のところが少しは気になっています。人がやって

いるデータをもっと蓄えないといけないけれども、人がやっているデータがなかなか蓄えられな

い。Google みたいにたくさんあっという間に蓄えられるのとちょっと違うので事情が違うし、そ

のあたりのことを工夫していただければと思いました。 
 最後の X 線も素晴らしいと思いました。特にインフラ整備とはちょっと違うと思うのですが、

原子力発電所の中に入っていく時に、半導体がX 線でやられてしまうことの解決に良いのではな

いかと思いました。 
 あと、最後になりますけれども、ものすごくたくさんのテーマがあって、それを全部マネジメ

ントされて、全て 7 以上。7 か 8 といったら大学だと優とか良で、すごいのではないかと思いま

す。 
 そのようなところで私のコメントを終わらせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

【谷田主査】 ありがとうございました。これまでの議論の中でたくさんの御意見を既に頂戴しており

ますけれども、推進部長及びPL の方からごく簡単に一言ずつ頂けますでしょうか。 
【弓取部長】 推進部を代表いたしまして、本日は委員の先生方、どうもありがとうございました。そ

して、実施者の皆様、PL の油田先生、SPL の下山先生、大変ありがとうございました。色々御

意見を頂きまして、誠にありがとうございます。 
 皆さんと大変良い山登りをさせていただいたかなと思っています。必ずしも装備も十分ではな

く、途中で酸素が切れたりすることもあったかと思いますけれども、先ほど委員もおっしゃいま

したように歯を食いしばって、目指すところを見失わず、登り続けられたかと思います。途中、

もちろん体調等、やむを得ず下山する方もいらっしゃいましたけれども、下山することによって、

また新しい道を踏み出していただいているものと思います。 
 そして、何にも増して良かったのは、登頂した後にそこをベースキャンプにして、更に前進キ

ャンプを作って高みを目指していこうと。ベンチャー、実証、そしてマッチング。色々なルート

があると思いますが、是非我々といたしましては、一旦 NEDO 側はベースキャンプに戻ります

けれども、通信ラインは閉ざすことなく、皆様に望遠鏡の焦点を当てて、常に皆様が今どのあた

りを歩いていらっしゃるのか、見ておきたいと思います。常にこれからも次の一手を考えて、皆

様とまた素晴らしい山登りができることを目指して、我々も機能拡張し、そしてまた精進してい
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きたいと思います。本当にどうもありがとうございました。 
【谷田主査】 PL、お願いします。 
【油田 PL】 評価の先生方にえらく褒められてしまったような気がします。改めて申し上げます。実

現場で、ロボットの言葉で言えば実環境で、実際の作業、実際の検査の経験を積んでいくという

知見に基づいて開発にフィードバックしていくというのが、ロボットにしても実際に役に立つシ

ステムを開発するためにすごく重要だと感じています。それによって初めて本当に必要な技術が

明らかになって、その点で基礎研究としてもそのアプローチが必要だというのが私の気分でして、

その気分に色々、私が場合によってはその度に違うことを申し上げたりしても、しっかりときち

んと応えていただいた実施チームの皆さんに全く感謝を申し上げます。私が今、皆さんに褒めら

れたのは、私が褒められただけではないかも知れませんが、褒められたのはまさしく実施チーム

の皆さんのおかげであると思っている次第です。本当にありがとうございました。 
 もう一つ、今、加藤委員が成果の相場観ということを言って、これが本当はどのぐらいのもの

だというのは実は私にも分からないし、すごく難しいと思います。実はそれをできる限り共有す

るためにと思って、安川PM が作ってくれたのがこの 2 冊の資料です。これには何が書いてある

かというと「こういうことをやりました」「こういう成果が出ました」というのと「実証試験では

具体的にこういうことをやったら、こういう結果が出ました」という正直なことが書いてありま

す。多くの場合、論文を書いたりする時は良いことだけ書くのが普通ですが、とにかく 1 本勝負。

どの現場実証でやったらこうだったということについて、それを是非チームの中だけではなくて、

外とも共有をしていくというのが、こういうやり方を生かしていく方法だと感じています。それ

については御協力いただいた皆さんに大変感謝をしているところです。どうもありがとうござい

ました。 
【青柳分科会長】 よろしいですか。それでは以上で議題 8 を終了します。 
 

９．今後の予定 

１０．閉会  
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参考資料２ 評価の実施方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
本評価は、「技術評価実施規程」（平成 15 年 10 月制定）に基づいて実施する。 

 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における研究評価では、

以下のように被評価プロジェクトごとに分科会を設置し、同分科会にて研究評価を行い、評

価報告書（案）を策定の上、研究評価委員会において確定している。 
● 「NEDO 技術委員・技術委員会等規程」に基づき研究評価委員会を設置 
● 研究評価委員会はその下に分科会を設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N E D O 

評価報告書(案)確定 

理 事 長 

報告 

国 民 

評価結果公開 

分 科 会 Ａ 

研究評価委員会 

評価結果の事業等への反映 推 進 部 署 

評 価 部 

分科会 B 

評価報告書（案）作成 

分科会 C 

分科会 D 
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１．評価の目的 

 
評価の目的は「技術評価実施規程」において 
● 業務の高度化等の自己改革を促進する 
● 社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む 
● 評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する 

としている。 
本評価においては、この趣旨を踏まえ、本事業の意義、研究開発目標・計画の妥当性、計

画を比較した達成度、成果の意義、成果の実用化の可能性等について検討・評価した。 

 
２．評価者 

 
技術評価実施規程に基づき、事業の目的や態様に即した外部の専門家、有識者からなる委

員会方式により評価を行う。分科会委員は、以下のような観点から選定する。 
● 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 
● 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 
● 研究開発マネジメントの専門家、経済学、環境問題、国際標準、その他社会的ニー

ズ関連の専門家、有識者 
● 産業界の専門家、有識者 

 
また、評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を選任対象から除外し、ま

た、事前評価の妥当性を判断するとの側面にかんがみ、事前評価に関与していない者を主体

とする。 
これらに基づき、委員を分科会委員名簿の通り選任した。 
なお、本分科会の事務局については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構評価部が担当した。 

 
３．評価対象 

 
「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」を評価対象とし

た。 
なお、分科会においては、当該事業の推進部署から提出された事業原簿、プロジェクトの

内容、成果に関する資料をもって評価した。 
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４．評価方法 

 
分科会においては、当該事業の推進部署及び実施者からのヒアリング及び実施者側等との

議論を行った。それを踏まえた分科会委員による評価コメント作成、評点法による評価によ

り評価作業を進めた。 
なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産保護の上で支障が生じると認められる場合

等を除き、原則として分科会は公開とし、実施者と意見を交換する形で審議を行うこととし

た。 

 
５．評価項目・評価基準 

 
分科会においては、次に掲げる「評価項目・評価基準」で評価を行った。これは、NEDO

が定める「標準的評価項目・評価基準」をもとに、当該事業の特性を踏まえ、評価事務局が

カスタマイズしたものである。 
評価対象プロジェクトについて、主に事業の目的、計画、運営、達成度、成果の意義、実

用化に向けての取組や見通し等を評価した。 
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「インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」

に係る評価項目・評価基準 
 

１．事業の位置付け・必要性について 

 (1) 事業の目的の妥当性 

・ 内外の技術動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国

際貢献可能性等の観点から、事業の目的は妥当か。 

 

 (2) ＮＥＤＯの事業としての妥当性 

・ 民間活動のみでは改善できないものであること又は公共性が高いことにより、NEDOの

関与が必要とされた事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされると期待される効果は、投じた研究開発費

との比較において十分であるか。 

 
 

２．研究開発マネジメントについて 

 (1) 研究開発目標の妥当性 

・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、適切な目標であったか。 

 

 (2) 研究開発計画の妥当性 

・ 開発スケジュール（実績）及び研究開発費（研究開発項目の配分を含む）は妥当であ

ったか。 

・ 目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたか。 

 

 (3) 研究開発の実施体制の妥当性 

・ 実施者は技術力及び事業化能力を発揮したか。 

・ 指揮命令系統及び責任体制は、有効に機能したか。 

・ 目標達成及び効率的実施のために実施者間の競争が必要な場合、競争の仕組みは有効

に機能したか。 

・ 大学または公的研究機関が企業の開発を支援する体制となっている場合、その体制は

企業の取組に貢献したか。 

 

(4) 研究開発の進捗管理の妥当性 

・ 研究開発の進捗状況を常に把握し、遅れが生じた場合に適切に対応したか。 

・ 社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、それらの影響を検討し、

必要に応じて適切に対応したか。 

 

 (5) 知的財産等に関する戦略の妥当性 

・ 知的財産に関する戦略は、明確かつ妥当か。 

・ 知的財産や研究開発データに関する取扱についてのルールを整備し、かつ適切に運用

したか。 
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３．研究開発成果について 

 (1) 研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義 

・ 成果は、最終目標を達成したか。 

・ 最終目標未達成の場合、達成できなかった原因を明らかにして、最終目標達成までの

課題及び課題解決の方針を明確にしている等、研究開発成果として肯定的に評価でき

るか。 

・ 投入された研究開発費に見合った成果を得たか。 

・ 成果は、競合技術と比較して優位性があるか。 

・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、汎用性等の顕著な成果がある場合、

積極的に評価する。 

・ 設定された目標以外の技術成果がある場合、積極的に評価する。 

・ 成果が将来における市場の大幅な拡大又は市場の創造につながると期待できる場合、

積極的に評価する。 

 

 (2) 成果の普及 

・ 論文等の対外的な発表を、実用化・事業化の戦略に沿って適切に行ったか。 

・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザーに向けて、成果を普及させる取組を実用化・

事業化の戦略に沿って適切に行ったか。 

・ 一般に向けて、情報を発信したか。 

 

 (3) 知的財産権等の確保に向けた取組 

・ 知的財産権の出願・審査請求・登録等を、実用化・事業化の戦略に沿って国内外で適

切に行ったか。 

 

 

４．成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 

 

「実用化・事業化」の考え方 

 

機能的かつ経済的に現場で運用可能なプロトタイプが完成しており、さらに実現場に

おける利用性と有効性が確認されていること、 

 

・（１）想定されるユーザが、国交省などの公的な機関の場合は： 

施設管理者（国交省や、地方自治体など）の要望に応じて、現場で働かせる体制が 

整っていること。 

 

・（２）想定されるユーザが、企業等の場合は 

（この場合も、導入にはその体制を作る必要があり、時間を要するので）： 

実現場で活用するシステムを供給する準備が整っており、ユーザの負担によって導入

される体制となっていること 
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をいう。  

 

 (1) 成果の実用化・事業化に向けた戦略 

・ 成果の実用化・事業化の戦略は、明確かつ妥当か。 

・ 想定する市場の規模・成長性等から、経済効果等を期待できるか。 

 

 (2)成果の実用化・事業化に向けた具体的取組 

・ 実用化・事業化に取り組む者が明確か。 

・ 実用化・事業化の計画及びマイルストーンは明確か。 

 

(3)成果の実用化・事業化の見通し 

・ 産業技術としての適用可能性は明確か。 

・ 実用化・事業化に向けての課題とその解決方針は明確か。 

・ 想定する製品・サービス等は、市場ニーズ・ユーザーニーズに合致しているか。 

・ 競合する製品・サービス等と比較して性能面・コスト面等で優位を確保する見通しは

あるか。 

・ 量産化技術を確立する見通しはあるか。 

・ 顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積

極的に評価する。 

 

以上 
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2. 研究開発マネジメントについて 

(1) 研究開発目標の妥当性 

・内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、適切な目標であったか。 

(2) 研究開発計画の妥当性 

・開発スケジュール（実績）及び研究開発費（研究開発項目の配分を含む）は妥当であったか。 

・目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたか。 

(3) 研究開発の実施体制の妥当性 

・実施者は技術力及び事業化能力を発揮したか。 

 

 「プロジェクト」の事後評価に係る標準的評価項目・基準 

「実用化・事業化」の定義を「プロジェクト」毎に定める。以下に例示する。 

「実用化・事業化」の考え方 

当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることで

あり、さらに、当該研究開発に係る商品、製品、サービス等の販売や利用により、企業活動(売

り上げ等)に貢献することをいう。 

なお、「プロジェクト」が基礎的・基盤的研究開発に該当する場合は、以下のとおりとする。 

・「実用化・事業化」を「実用化」に変更する。

・「4. 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて」は該当するものを選択する。

・「実用化」の定義を「プロジェクト」毎に定める。以下に例示する。

「実用化」の考え方

当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることを

いう。

1. 事業の位置付け・必要性について

(1) 事業の目的の妥当性

・内外の技術動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国際貢献可能性等

の観点から、事業の目的は妥当か。

・上位の施策・制度の目標達成のために寄与しているか。

(2) NEDO の事業としての妥当性

・民間活動のみでは改善できないものであること又は公共性が高いことにより、NEDO の関与が必要とさ

れた事業か。

・当該事業を実施することによりもたらされると期待される効果は、投じた研究開発費との比較において

十分であるか。

※「プロジェクト」の特徴に応じて、評価基準を見直すことができる。
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3. 研究開発成果について 

(1) 研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義 

・成果は、最終目標を達成したか。 

・最終目標未達成の場合、達成できなかった原因を明らかにして、最終目標達成までの課題及び課題解 

決の方針を明確にしている等、研究開発成果として肯定的に評価できるか。 

・投入された研究開発費に見合った成果を得たか。 

・成果は、競合技術と比較して優位性があるか。 

・世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、汎用性等の顕著な成果がある場合、積極的に評価す 

る。 

・設定された目標以外の技術成果がある場合、積極的に評価する。 

・成果が将来における市場の大幅な拡大又は市場の創造につながると期待できる場合、積極的に評価 

する。 

(2) 成果の普及 

・論文等の対外的な発表を、実用化・事業化の戦略に沿って適切に行ったか。 

・成果の活用・実用化の担い手・ユーザーに向けて、成果を普及させる取組を実用化・事業化の戦略に沿 

って適切に行ったか。 

・一般に向けて、情報を発信したか。 

(3) 知的財産権等の確保に向けた取組 

・知的財産権の出願・審査請求・登録等を、実用化・事業化の戦略に沿って国内外に適切に行ったか。 

・国際標準化に関する事項を計画している場合、国際標準化に向けた見通しはあるか。【該当しない場合、 

 

・指揮命令系統及び責任体制は、有効に機能したか。

・目標達成及び効率的実施のために実施者間の連携が必要な場合、実施者間の連携は有効に機能した

か。【該当しない場合、この条項を削除】

・目標達成及び効率的実施のために実施者間の競争が必要な場合、競争の仕組みは有効に機能したか。

【該当しない場合、この条項を削除】

・大学または公的研究機関が企業の開発を支援する体制となっている場合、その体制は企業の取組に

貢献したか。【該当しない場合、この条項を削除】

(4) 研究開発の進捗管理の妥当性

・研究開発の進捗状況を常に把握し、遅れが生じた場合に適切に対応したか。

・社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、それらの影響を検討し、必要に応じて適切

に対応したか。

(5) 知的財産等に関する戦略の妥当性

・知的財産に関する戦略は、明確かつ妥当か。

・知的財産に関する取扱（実施者間の情報管理、秘密保持及び出願・活用ルールを含む）を整備し、かつ

適切に運用したか。

・国際標準化に関する事項を計画している場合、その戦略及び計画は妥当か。【該当しない場合、この条

項を削除】
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この条項を削除】 

4. 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 【基礎的・基盤的研究開発の場合を除く】

(1) 成果の実用化・事業化に向けた戦略

・成果の実用化・事業化の戦略は、明確かつ妥当か。

・想定する市場の規模・成長性等から、経済効果等を期待できるか。

(2) 成果の実用化・事業化に向けた具体的取組

・実用化・事業化に取り組む者が明確か。

・実用化・事業化の計画及びマイルストーンは明確か。

(3) 成果の実用化・事業化の見通し

・産業技術として適用可能性は明確か。

・実用化・事業化に向けての課題とその解決方針は明確か。

・想定する製品・サービス等は、市場ニーズ・ユーザーニーズに合致しているか。

・競合する製品・サービス等と比較して性能面・コスト面等で優位を確保する見通しはあるか。

・量産化技術を確立する見通しはあるか。

・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。

4. 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 【基礎的・基盤的研究開発の場合】

(1) 成果の実用化に向けた戦略

・成果の実用化の戦略は、明確かつ妥当か。

(2) 成果の実用化に向けた具体的取組

・実用化に向けて、引き続き、誰がどのように研究開発に取り組むのか明確にしているか。

・想定する製品・サービス等に基づき、課題及びマイルストーンを明確にしているか。

(3) 成果の実用化の見通し

・想定する製品・サービス等に基づき、市場・技術動向等を把握しているか。

・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。

【基礎的・基盤的研究開発の場合のうち、知的基盤・標準整備等を目標としている場合】 

(1) 成果の実用化に向けた戦略

・整備した知的基盤・標準の維持管理・活用推進等の計画は、明確かつ妥当か。

(2) 成果の実用化に向けた具体的取組

・知的基盤・標準を供給・維持するための体制を整備しているか、又は、整備の見通しはあるか。

・実用化に向けて、引き続き研究開発が必要な場合、誰がどのように取り組むのか明確にしているか。

【該当しない場合、この条項を削除】

(3) 成果の実用化の見通し

・整備した知的基盤について、利用されているか。

・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。
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本研究評価委員会報告は、国立研究開発法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）評価部が委員会の事務局として編集

しています。 
 
 

NEDO 評価部 
部長 梅田  到 
担当 谷田 和尋 

 

 

＊研究評価委員会に関する情報は NEDO のホームページに掲載していま

す。 

（https://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html） 

 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地 

      ミューザ川崎セントラルタワー20F 

TEL 044-520-5160  FAX 044-520-5162 
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